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璽聾器労鞠関連聾盟
影響の定量的評舗

噂
「指曲がり症」不服審査請求

の取り組みから

自治労を中心に全国的に取仁組まれた学校等の

給食調理員の変形性手指関節症~r指曲がり症」

の公務災害認定申請は、 1992年末の第1次認定を

皮切りに、地方公務員災害補償基金(以下「基金」

というの各支部段階での認定が行われた (93年1
月号参照)。これによって、約 170人の認定請求者

のうちおよそ4割の被災者が公務上災害と認定さ

れた。また、 1994年には11年ぶりに「学校給食事業

における安全衛生管理要綱」が改正された(平成

6年4月21日付け基発第257号「学校給食事業にお

ける労働災害の防止についてJ) 。

その後、基金支部段階で「公務外Jと認定された

被災者たちについての不服審査の取り組みが行

われ、すでにいくつかの事案について基金支部審

査会の裁決が出されているが、残念ながらいずれ

も棄却となっており、岡山、東京、北海道などの事案

が基金本部審査会にまで持ち込まれている(基金

本部審査会の裁決はまだ出されていなしミ)。

共通のネックとなっているのは、基金が、中央労

働災害防止協会(以 fr中災防jという)に研究委

託した「学誌給食施設における給食調理員の勤務

実態等に関する労働衛生学的調査結果報告書」

にもとづいて編み出した「認定基準」である。した

がって、不服審査請求の取り組みの中でも、基金の

「認定基準jと中災防報告に対する批判が様々な

角度から展開されている。その中で注目されるの

が、 r1970年代以降急速な進歩をとげた」と言われ

る現代疫学理論を踏まえた批判である。

労働(に関連した諸要因)が労働者の健康にど

の程度の影響を及ぼしているかを定量的に評価

できるし、すべしという議論は、今後の職業病認定

のあり方だけでなく、その予防のための労働関連

要因に対する取り組みにとっても重要である。今回

は、その点に焦点を当てて、神奈川県平塚市及び

大阪府高槻市の不服審査請求事案で誇 町Tr胃
求人側から提出された意見を紹介する。 叫～

意見書
購

天明佳臣

*神奈川県平塚市の学校給食調理員Mさんの不

服審査請求に関して、 1996年3月22臼に、地方公

務員災害補償基金神奈川県支部審査会に提出

された意見書である。

地方公務員災害補償基金神奈川県支部(以下

「基金支部」という。 )から、平成5年7月 30日付けで

貴審査会に提出された平塚市所属職員M氏から

の審査請求に対する弁明書に対し以下のとおり反

論する。

1 病態について

まず、学校給食調理員のいわゆる「指曲がり症j

の臨床診断名が変形性手指関節症であることに

は、争いがない。しかし、 M氏のような指曲がり症の

進行例では、変形性手指関節症がD I P関節(遠位

指節間関節)だけではなく、 PIP関節(近位指節間

関節)にも発症しているという点を、はっきりさせて

おきたい(関節の名称については図参照)。弁明書

にはへパーデン結節にかかわる記述のところで、

その辺があいまいになっている箇所があるからで

ある。弁明書の中で、基金支部の意見としてM氏

の病態について直接言及している箇所は、 rm 弁
明の理由 3公務上、外の判断」の (3)のみである。

次のように述べている。

r(3 ) 医学的意見においても、整形外科的には、

X線写真等から請求人の傷病名は変形性手指関

節症と認められるものの、労働医学的には給食調

理数、作業内容及ひ車合食調理施設の状況等から

図手指の関節

遠位指節間関節( D 1P 関節)

,.一ーーー近位指節間関節( P 1P 関節)

中手指節間関節( M P関節)

指節間関節( 1 P関節)

中子指節商閏節( M P闇節)

ーー守 一一一ー 子根中手関節(CM関節)
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すると、請求人の従事した給食調理業務が本件疾

病の発症又は増悪の相対的に有力な原因である

とは認められないとしている。 j

整汗外科的の意見とは、私の意見を指すのであ

ろう。「労働医学的にはjではじまる後半の意見は

「支部相談医の意見」であろう(私の労働医学的の

意見も弁明書に出てはいるが、まったく取り上げて

いなし功。支部相談医の意見とは、次のようなもので

あるロ

「レントゲン写真を見ると右手は、 2,3,5指のD I P

関節、 3,4指のPIP関節、左手は、 2ム4,5指のDIP関

節、 4,5指のPIP関節に関節裂隙の狭小化、骨硬化

像が認められる。

血液検査の結果で屯異常は認められないことか

ら、典製的な変形性関節症である。 PIP関節にを変

形が見られるが、この程度の変形ではへパーデン

結節と考えても良いのではないか。

へパーデン結節は古くからある傷病であり、 般

的には退行性変形によるものと考えられており、仕

事が原因で発症することはないと考えている。 j

おかしな意見である。その1はrpIP関節にも変形

が見られるが、この程度の変形ではへパーデン結

節と考えて良いのではないかjとは、なんだ。 DIP関

節の変形性手指関節症をへバーデシ結節というの

であって、 PIP関節のそれはブジャール結節という

が、ブシヤール結節を無視してしまいたくてしよさが

ないのだろうGへパーデン結節が「仕事が原因で

発症することはないと考えている」などと、勝手に

決めてはいけない。へパーテ>結節にあっても、他

の変形性関節症と同じく、「関節に加わる機械的ス

トレスの異常が重要な要因であることは否定でき

ない」とするのが、今日の整形外科の常識である。

学校給食調理員の手指関節に加わる機械的スト

レスについては、後述する。

実は、弁明書がこの支音防日談医の意見をそのま

ま採用するのは、自らが前段で採用して述べた意

見と矛盾している。すなわち、「その発症は、閉経期

以後の女性に多いとされており、また、過齢に伴っ

て関節の老化現象に器械的影響が加わって宅手君

主主盈ほか、外傷、新陳代謝異常等モ関与すξとい

われているJ(弁明書 rm 弁明の理由 2-(1 )J、ア

ンダーラインは引用者)。 r器械的影響」とはまさに

機械的ストレスを指している。変形性関節症の発

生要因をめくる職業的要因の関与についてのバイ

オメカニカルな見解も挙げておく。

「変形性関節症の発生率は老化とともに飛躍的

に増加するが、また、個人の置かれた力学的環境

にも強く依存していることに、疑念のはさむ余地は

ない。たとえば、流体ドリルの操作員は肘と肩に関

節症の発生率は高いが、指あるいは手首の関節

にはあまり見られない。また、農夫は股関節に、サッ

カーの選手は足及び膝関節に、バレーダンサーは

足関節に変形性関節症が発生することは多々みら

れるJ(立石哲也、宮永豊『整形外科バイオメカニク

ス集成』朝日サイエンス社、 1973年)。

弁明書の「田弁明の理由 2- (1) Jは、上記の引

用文に続いて、さらに次のような文章でしめくくって

いる。「しかも、変形性手指関節症は、給食調理員

のみならず、給食調理作業に従事していない者に

も 般的な疾病としてしばしば見られる宅のである

といわれているJ(統計的な議論の必要な箇所で

あって、「しばしば」などという副詞を安易に使って

はいけない)。

病態像からみて変形性手指関節症のひとつと

考えられているへパーデン結節は、たしかに給食

調理員のみならず主婦にもみられる。しかし、その

有意な差があることは岡山大学医学部衛生学教

室・甲田茂樹(当時)の疫学的検討でも明らかに

なっているし、もうむとつ、本節の冒頭で述べたよう

に、学校給食調理員の場合に問題にしでいる変形

性手指関節症はDI P関節ばかりでなく、 PIP関節に

も変形がおこっているoへパ デン結節とブジヤー

ル結節が同時に発症しているような事例が「学校

給食調理作業に従事していない者にも 般的な

疾病としてしばしば見られる」とする研究報告がど

こにあるのか、明らかにしていただきたい。そんな

文献など、少なくとモ私が調べた範凶ではひとつも

なかったo

給食調理員にみられるD IP関節の変形を、 1802 

年にウィリアム H.へバ デンが記載したへパー

テ>結節と同じものと見てよいのかについては、 J 11

崎医大整形外科の明石謙教授は疑問を投げかけ

ている(明石謙 r~指曲がり症』の診断と治療」自治

体労働安全衛生研究第2号、 1990年6月) 。その根

拠の第1は、 DI P関節のみにとどまらずPIP関節にも

変形が進んでくる点であり、第2に自覚症状であ

る。へパーデン結節では「変形のみで英痛のない

場合が多いJ(注)とされているが、給食調理員の

公務災害申請事例では、すべてが変形部の痕痛

を訴えているからである。 M氏の場合も、とくに冬季

に多かったのだが、変形関節のいくつかに発赤、

腫脹がみられ、英痛を訴えた。

(注)へバーデン結節Heberden node

1802年、 Wil1iam H. (1701-1801 ,英)により記録さ

れた、遠位指節間(DIP)関節背側にみられる特有な
結節様変形をいう。変形性関節症による2次的な変化
とされているが、その病態は明確にされていない。中
年以降の女性に多く一般的に両側性多発症である。
変形のみで英痛のない場合が多い。 X線像では関節
裂隙狭小化、軟骨下骨硬化像、骨腕形成などがみら
れる(1医学大辞典』医歯薬出版KK、1987年)。

2 作業関連疾患について

「弁明の理由」は、 1公務災害認定の基本的

な考え方、 2手指関節に発生した変形性関節症

(以下「変形性手指関節症」という)に係る認定の

考え方、 3公務上、外の判断、からなっている。 1に

も問題があるが一般論であり、ここでは取り上げな

い。 2 - (1)と3-(3)については、すでに前項で十分

に反論した。ここでは、上記以外の部分について、

反論する。

2-(2) (3) (4) (5)は、地方公務員災害補償基金

が中央労働災害防止協会(以下「中災防」という)

に委託した調査研究の報告書「学校等給食施設

における給食調理員の勤務実態等に関する労働

衛生学的調査」に依拠した意見の展開である。し

かし、その内容は、依拠している中災防報告書の

部をも否定しτしまうほどの、偏見にみちたもの

である。

弁明書は2- ( 2)において、中災防報告書による

と、「労働医学的な観点からは給食調理業務の中

には手指の関節に対して労働負荷となげ得る作業

があり得たとされ、変形性手指関節症に対して給

食調理員としての経験年数等が年齢の影響を越

える関連を示していることにより、給食調理業務と

症状との聞に有意な関連が認められるとされてい

るJとする。ところが、 2 - (3)では、上記の中災防報

告書の結論のひとつを否定するような論を展開す

るn

r(3) しかし、変形性手指関節症が給食調理員

のほか、他の職種に従事する者にも般的な疾病

としてしばしば見られるものであるとともに、手指の

関節に対しての労働負荷については、給食調理

業務に限らず、日常生活上はもちろんのこと、職員

として業務に従事する場合、職種の如何にかかわ

らず程度の差こそあれ、およそ手指を全く使わない

職種はなく、このため公務遂行上、手指の関節に

対して労働負荷を免れるものではない。しかも、盆

食調理業務に従事するからといってこれらの給食

調理貿すべてに変形件手指閣節症が認められる

ものではなく、むしろ、これらの給食調理員におい

ても変形件手指関節症が認められない者の方が

多いのが実熊である。このことから、給食調理に係

る変形性手指関節症の公務上外の認定に当たっ

ては、有害因子のばく露を受ける業務とこれに起

因して生ずる疾病との聞に、一般に医学的な相当

因果関係が確立されている『職業病』として取C扱
うことはできないものである。」

第1のパラグラフの前半については、すでに反論

したところだが、後半部分は次のパラグラフにつな

げる文章なのだが、「およそ手指を全く使わない職

種はなく.Jとは、われわれがホモサピエンスであ

ることを前提として議論しているのではありません

か、と言いたくなる。その次に来るアンダーラインを

付した文章は撤回していただきたい。「給食調理

員のすべてに変形性手指関節症が認められるも

のではなく」とはなんだ。あたかも給食調理員のす

べてにそれが認められなければ職業病でないか

のような考え方は、あまりにモ非人間的であり、かっ

非学問的である。それほどにまで状況を悪化させ

るような劣悪な労働条件を、自治体の教育委員会

が給食調理員に強いるはずもないし、変形性手指

関節症のように多様因が複合的に関与している疾

病には、後述するが個人差が大きく(それぞれの要

因すなわちストレスに対する反応は、個人によって
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要因の数だけあξと考えられる)、それをこえて全

員が発生するまで放置するほど人聞はおろかで

はない。

「むしろ、これらの給食調理員においても変形性

手指関節症が認められない者の方が多いのが実

態だろうjとい王のは、当たり前の話である。だから

給食調理員の変形性手指関節症を「職業病」とし

て扱うことはできない、とするのは単なる偏見にみ

ちた感情論であって、科学的な議論ではない。

これは、中災防報告書が、指曲がり症と学校給

食調理業務との問の因果関係を認めながら、 r~職

業病』ではなく『作業関連疾患(work-related di

sease) ~とするのが正しいと考えるJ (報告書最終

章の「考察J113頁)としたのに右へならえしたため

であろう。しかし、ここで中災防は、明らかに「作業

関連疾患」を誤用しているのである。この用語は

1976年WHO事務局が提唱したモのであり、次のよ

うに定義される用語なのである。労働衛生に関す

るI L O / W H Oの合同委員会レポート「作業関連疾

患及び作業関連災害の疫学J(198 9年 10th R e

port of the Joint ILO/WHO Committee on 

Ocupational Health :E pidemiology of work

related diseases and accidents)の用語の定義につ

いての部分を少々長いが引用してみる。

r W H O専門委員会は、作業関連疾患という用語

が、認知されている職業病盛企盟主主三、作業環境

や作業の遂行を重要な発症要因のひとつとしてい

るその他の疾患も含めて説明するのに適している

と提案してきた。職業上の危険暴露と特定の疾患

または傷害との聞の因果関係が明らかなら、通常

それらの疾患または傷害を医学的にも法的にも職

業性のものとみなし、職業性と定義してもよい。しか

し、すべての作業関連疾患や傷害がそれほどはっ

きりと定義できるわけではない。作業関連疾患や傷

害には、必ずしも原因とは言えなくとも、職業や作業

条件が何らかかかわっている疾患や傷害も幅広く

含むと考えられる。そのような幅広い傷害群の両極

の片方を代表するのが古典的な職業病であり、も

う一方の極を占めるのはほんのごくわずかな職業

病の関連が認められる疾患である(下線、ヲ開者), J
3ー(4)でも、弁明書はさりげなくの)r一般に給食

調理業務を行なう上で通常の業務量の範開と認

設主主ゑ茎主主である場合は加齢等の影響が考えら

れ、公務災害補償制度の趣旨から当該業務が疾

病発症の相対的に有力な原因として認められるも

のではないJ(下線、引用者)という。業務の過重性

の評価にあたっては、業務量のみならず、業務内

容、作業環境などを総合して判断するのが、常識

である。指曲がり症にあっても、給食数ばかりでな

く、調理場の広さ、食器洗浄機や回転釜など設備

の有無と機能性、それらのレイアウト、作業組織の

あり方、騒音などの作業条件、作業場の明るさ、暑

さと寒さなどの環境条件の評価が不可欠である

(3- (5)ではその辺の総合的な判断の必要を認め

る記述が出てくる)。しかも、それらの諸条件は当該

労働者の身体的条件(身長、視力、握力など)とも

深くかかわっている。しかし、弁明書は、次のように

一万両断している。「また、給食調理業務という同

の業務を行なっている給食調理員のうち、盤lt
の給食調即買にとって身俸的状況(体力、握力等)

から考えて当該業務が渦重であったとしても、この

こと宇もって給食調理業務が変形件手指関節症の

有力な学府原閃であると認めることはできないもの

ヱ盈盈J(下線、引用者) 。

あたかも、何か特定の身体的状況にある人だけ

に指曲がり症(変形性手指関節症)が発症してい

るかのように述べているのは、不当である。指曲が

り症の発症者と手指関節¢健常な調理員との聞に

何らかの差があったとしても、 10年以上にわたっ

て、他の職員と同じようこ給食調理業務に従事で

きたのであって、すでに述べたようにストレスに対

する反応における国人差である。そ¢国人差も指

曲がり症が職業病であることを否定するほどにま

れなものではないのは、甲田の疫学調査によって

明らかである(甲田茂樹「給食調理員の手指変形

に関する疫学研究、第1編全国調査結果の解析、

第2編健康審査結果¢解析J労働の科学第64巻

第5号、 1985年5月)。

3 認定基準について

次に2-(5) 、指曲がり症の公務上外認定に当たっ

ての基準の批判にうつる。

前述の中災防報告から出てきた目安(事実上、

認定基準のように扱われている)は、

「給食調理業務が変形性手指関節症の発症に

関連すると示唆されている総経験年数と給食数の

目安としては学校給食調理業務の経験年数が11

年以上(10年を超えることをいう)と各年度の調理

員1人1日当たりの給金調理数を経験年数分合計

した給食調理数(以下「給食数」という)が2,001食

以上になることが指摘されている。」

である。これは疫学的に問題が多い「目安jであ

る。

疫学の指標には、ある有害要因による疾病発生

の頻度の指標とそれら有害要因への「暴露による

影響jの指標がある。指曲がり症の業務起因性を

判定するために使われるべきなのは後者である。

すなわち、暴露を受けた人が受けなかった人の何

倍疾病になりやすいかの指様である相対危険度

(relative ratio 、率比、リスク比、オッス、比など)を検

討すべきである。ところが、中災防報告は取り上げ

たサンプルサイズが小さいうえに、相対危険度を

使つての検討が全くなされていない。

給食調理員の変形性手指関節症の作業関連

性を疫学的に評価する場合には、率比、リスク比、

オッズ比などの相対性危険度、寄与危険度割合を

用いた定量的評価がなされるべきなのに、中災紡

報告ではそれがなされていない。そこで、中災防

が収集したデータに基づいて相対危険度を求め

てみる。

ある暴露水準の相対危険度(Relative Risk,R R)

は、次のような暴露水準の有病オッズ比 ( O R ) とし

て算出される。

所見あり所見なし

暴露あり| A

暴露なし( C
AD

有病オツズ比(OR)= 
BC

上表を暴露と疾病の聞にどのような関係がある

かを示す2 X 2表(two-by-two contingency table)

と呼ぶが、学校給食のように、 O食から数百食にわ

たるようなときに、ひとつの2 X 2表で取り扱うことに

は限界がある。そこで、給食数をいくつかのレベル

に分割して(カテゴリー分けして)分析することにな

る。

まず、基準となる暴露水準(当然、非暴露が望ま

しいが、給食のような例ではしばLば最低の暴露

量を採用する。報告書のデータであれば給食5 0 0

食以下もしくは経験年数5年以下)を2 X 2表の非暴 

露群として、 2 X 2表を想定し、それぞれのレベルで

オッス命比を計算する。オッズ比は、その「暴露水準

では、基準暴露量と比べて00倍の擢患率比」と

解釈してよい。

次に寄与危険度割合(Etiologic Fraction,EF )で

あるが、これは群における、暴露が寄与している患

者の割合であり、次の式によって計算される。 E F =

(RR-1)/RR(この場合、 RRはオッズ比)。オッズ比

が5ならば、 E Fは0.8 、すなわち8 0 %となる。

中災防報告書のデータ(108頁の表F - 9 、単独校

+センター給食数と総合所見分布)から計算する

と、

* fi 食 数 1-1 ,000 1,001-1 ,500 1,501-2,00 0 2,001-2,5 00 2,501-3,000 3,001

OR 1.0 6.0 7.9 3.8 7.9 1 1.2
90%信頼区間 0.7 4-48. 73 1.22-50.45 O . 54-26. 71 1.22司 50.45 2 .00-6 2.46

EF (%) 約100 約100 約100 約100 約100

総合所見あり 0 4 2 4 20

総合所見なし 32 10 20 25 20 61

I
I

B

D

I
I
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1- 1,0 0 0食で有所見者が0であることから( Bの値

が 0) 、ORは表の数値をそのまま当てはめて計算す

ると無限大となるので、計算時には各セル( A 、B、

C、Dそれぞれ)に1を足して計算している。また、 EF

は、算出式では理論的にはR Rは無限大と考えられ

るので、限りなく1 0 0 %に近いことになるのである。

同様な計算を、暴露の指標を経験年数とおいて

行ってみるo中災防報告表F - 1 1 、単独校+セン 

ター経験年数と総合所見分布から計算すると次の

ようになる。

経験年数 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-

OR 1.0 4.8 3.1 6 .7 15.4 14.0

90%信頼区間 0.76-30.82 0.49-19.69 1 . 13-39. 19 2.59-9 1 .72 2.09-93. 71

E F(%) 約 100 約 100 約 100 約 100 約 100

総合所見あり 0 4 4 9 10 4

総合所見なし 2. 7 28 44 41 19 9

1 - 5年の所見ありが0のときのORの算出方法は

給食数と同じである。また、 E Fはこの場合も「限りな
く100%に近くなる」。

以上より、中災防報告データによれば、暴露の指
標を給食数としたときの1,00C食以下に対する相対
危険度は3.8～11.2、暴露の指標を経験年数とした

ときの5年以下に対する相対危険度は3.1～15.4で

ある。 EH立ほとんど1 0 0 %と評価できる。

中災防報告は「どの程度の作業負荷によりいわ

ゆる『指曲がり症』が発症しやすくなるかについて

の検討では、給食数が2,001食以上でかつ経験年

数が11年以上が目安となるものと考えられるJ(問

報告書98頁)とし、基金支部の弁明書も発症目安
としては、中災防報告の経験年数 11年以上、給食

調理数2,。 0 1食以上を、そのまま採用している。し

かし、すでに計算したEFからすれば、 r6年以上、

1,001食以上の給食調理員に発症した指曲がり症

は、特段の反証がない限り職業病と考えられる」と
言うべきなのである。まして、 M氏の場合にあって

は、給食調理数、経験年数のみを取り上げて、公務

外とする理由にはならない。

4 負担実態について

M氏の勤務した給食調理職場とくに北部学校給

食共同調理場における手指にかかる負担実態に

ついて、中災防報告は、レントゲン並びに面接によ

る手指所見と経験年数と給食数との聞には関連の
あることが示唆されたが、給食調理の作業要因に

ついては、変形性手指関節症との関連を疑う要因

は特定できなかったとするo

弁明書は、中災防報告の上記の趣旨を引用し、

「しかも」と続けて、「請求人が勤務していた給食調
理施設における施設環境等についてみても、特に

劣悪であったため手指の関節に対して過度の負
担がかかったという状況を認められないJ(弁明の

理由3ー(2) )としている。

中災防報告は、変形性手指関節症との関連を

疑う作業要因は特定できなかったとしている。レン
トゲン所見の有無別と他党所見、自覚所見別の

データと作業要因とをt検定を使って検定し、その

結果による結論である。しかし、検定は、「因果関係

がない」との帰無仮説を棄却できるか否かについ
ての質的判断をするものであって、「棄却されな

かったこと」は、「因果関係がある」と判断するのに

十分なデータがないことを示すにすぎない。また、
「帰無仮説が棄却されるJ判断に使うpil直( 5 %以下

のとき、 5%有意。 5%の誤りを前提とした検定ルー
ルで帰無仮説は棄却されるという)は、因果関係の

強さを示すわけではないことも付け加えておく。指

曲がり症のように多要因が複合的にかかわって発

症すると考えられる疾患で

は、報告書のような手法で検

討しでも特定要因を明らかに

はできないと考える。

私は(財)労働科学研究所
の研究員とともに、 1996年2月

21司、 2 2日の両日、 M氏がか

つて働いていた給食調理場

のうち最も在任期間の長かっ

た (19年中の12年)平塚市北

部共同給食調理場を再び訪

問して、負担調査を行った。こ
こでは、これまで整理した範

囲で調査結果を述べ、 M氏の

手指関節への負担がどのよう

なものであったかを推定する。
まず、いわゆるセンタ一方式

による給食調理作業の第1の

特徴と考えられる点をあげる。

川崎市教育委員会の産業医
として、岡市内 114校の小学

校の自校方式の給食調理現
場を巡視してすでに3巡回に

入っている経験と比較しての
私の所見である。

センター方式にあっては重

量負担が大きい(給食数が多

いために食材などどれもこれも

がどうしても重くなる)、短時間

に集中して給食を作るため
に、時間的のピーク負担が大

きい、さらにワークステーション
のデザインに問題があると、不

自然姿勢を強いられる時間も

長くなって腰部、頚肩腕部、手

指への負担も大となる点が特

徴といえる。

表1は、 2月2 1 日に行ったさ
まざまTJ.作業対象物の重量測

定結果であるロ仕事の邪魔に

ならないように測定したので、

表1

平塚市北部給食謂理場 重量則定結果 測定日, 199 6年2月21日(7./く.)

対象(中身在書く) 由自 吾。苔。 重量(kg)

11.2
取手 備害

みかん 段ボル 有 18ケス
はくさい 段ボル 22.5 有 4ケス

ノノ 段ポル 13.7 有 日ケス

Lんじん 段ホjレ 10.6 有 6ケス
ノJ ブフスチッフ 34.2 無 洗ったジジン

たまねぎ ブフスチック 18.8 無

" ブフスチッフ 19.0 無

" ブっスチッヲ 17.6 無

」まつな 段ボル 10.6 有 6ケス
さといも 段ボル 10.6 有 9ケス
ねぎ ピ ← jし袋 5.1 1 0 東

" ビーJし袋 5.3

焼どっふ ゴフスチック 2 1. 2/22 無 12クース、フJくLひたした
0/22.2 状態

冷凍コロッケ 段ポル 8.2 有 (60gX207)X3袋が2ケス

冷蔵豚肉 ブフスチック 19.4 無 日ケス

マヨネス ブフスチック 5.4 無

チーズ 段ボル 12.0 主E

肉 大ざる(金属) 19.1 無

Jγ 大ざる(金属) 18.8 無

ノ., 大ざる(金属) 18.9 無

調昧料↓(油) ポル 1.0 無 調理直同J'の状態
" (砂糖) ポ Jし 3.4 無 ι,

" (醤油) 食缶 6.6 無 "

ねぎ 青かご 29.6 無 "

パスヨジ 青ブラさる 19.2 無 "

焼どっふ 童タフイ 23~29 無 調理別Bケ

望主 1& 5.7/ 5.6 無 焼物聞のベ 150回1;i'::, 3I

jレ 食缶 11 .6 有 2ケ

コロッケ ア1レミ/ Iッ卜 2.6 有 揚げたコロッケ、学年L
ι,

y /レーハット 2.8 有 よって重量耳重各校のク
" アjレミ/ Iッ卜 3.0 有 フス数分のパットあり、

イヨ力ン ブフざる 22.0 無 3つ重ねては」ぷ

肉 金タっイ 34.0 無

" 金ダライ 34.2 無

食缶 アjレ~缶 7.5 有

(食材入り) アルー缶 9.5 有 作業のじゃまLならぬ範
ノj アjレミ缶 7.6 有 固で計れるだけはかった
μ アルミ缶 7.5 有

以下、紙幅の都合で省自害した〔編集者) 。
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表2 手指への負担となる作業一平劇団センヲの観察ー

手指に負担のかかりゃすい作業例 手指負担要因(センゴヨ 方式の特性) 手指負担のかかり万

大量の段ポー Il開け 数量〔回数)増 手指関節E動却す刀(能動)

段ボールL入った野菜等の運般・移動 数量(回数)増、取手形状と手指とのミスマッチ 手指関節1;::かかる力(受動)

大量の野菜・果実ðt~ 長時間の冷水使日用 手指関節L対する負担促進

固転釜在使った米研ぎ 長時間の冷水便日用 手指関節Lかか吾負担促進

大ブラ容器E使った挙上及び運搬・移動 重量増、回数泊 手指関節1;::かかる力(受動)

大ざるを使った挙上Eび運描・移動作業 重量憎、回数泊 手指関節Lかかる力(受動)

鉄板E反復使用した続物乍業 重量増、回数増 手指関節Lかかる力(受動)

大へらを使った撹枠作業 長時間使用、持手形状と手指とのごごスマッチ 手指関節にかかる刀(受動)

食器洗Cii邑程で起」る食器はがし 数量(回数)増 手指関節在勤却す刀(能動)

食器の下洗い(アコ テオン洗い) 数量(回数)増 手指苦節を動かす力(能動)

残菜在満載したポリ容器の運搬・移動 重量増、回数僧&t取手形状と手指とのミスマッチ手指関節Lかかる力(受動)

測定しそこなったtのもまだまだある。測定に当たっ

ては、容器の持ち手の有無も観察した。それが手指

にかかる負担の重要な軽減策につながるからであ

る。いろいろ工夫もなされていたが、より持ちやすい

持ち手など、まだ改良の余地はあるように見えた。

その他、重量物対策は「小分け化」や「食材の搬入

重量の見直しJr台車の積極的な活用」について

は、すでに何回もいろいろな工夫が行われてきた。

工夫という点から見るなら、 1 9 7 5年に北部共同

調理場は手さくいり状態ではじまったというのだが、

M氏はその開設からの困難な創設期の1 2年間を

勤務しているのである。そうした点も、公務上外の

判断にあたっては考慮されるべきであろう。 M氏が

勤務していた時代と今日の作業条件の違いにつ

いては、同氏の同僚による証言が別にある。しか

し、ここでモ私が確認したところだけ記しておく。

現在は、給食調理員2 6人で5,4 0 0食だが、開設

当初は2 6人で7,6 1 2食、 1976年5月にはお人で 

8,406食、 1 9 7 8年5月3 3人で9,4 1 6食とピークをむか

えている。藤原小への配転直前の年、 1 9 8 8年5月

3 3人で7,3 7 8食となっているo運搬物の計測からも

想像がつくように、給食数が増えれば食材の量は当

然増えるが、だからといって各分担セクションの職

員数が必ずしも増えるわけではない点に注意すべ

きである。中災防報告にして弘弁明書にしても、そ

の辺についてはあまりにも現場を知らぬ平均値的

の考えに支配されていると言わさ守るを得ない。 M氏

の時代には、洗浄に合成洗剤U( A B S ) を使っていた

が、いまは石けんになっている。例えば、スプーンの

場合ではA B Sで洗浄していたときは、それだけで

は足りず一本 本みかきをかける必要があったが、

石けんになってその必要がなくなった(石けんより

A B Sの方が洗浄力が劣るといさことは、私は知らな

かった。 A B Sでは見た目にはきれいになっていて

も、泊やたんぱくが取りされておらず、テストするとわ

かるという。また、 A B Sを使っていると、重ねたトレ

イがはがれにくく、しはLば指先に大変な力を入れ

なければならなかった。また、 A B S時代には必要

だったナイロン・タワシのこす併乍業が、石けんに変

わってから不要になった、という。

北部共同調埋場では、 a下処理班、 b裁断班、 c

釜班、 dコンテナ班に分かれて作業し、順次担当作

業は変化していくシステムになっている。 a~cの作

業については弁明書20～21頁に一応の記述があ

る。

その指先への負担については表2にまとめてみ

た。しかし、コンテナ班については弁明書の解説だ

けではよくわからないので、 2月2 1 日、コLテナ班の

女性(46歳、身長1 6 1 c m 、体重5 8 k g )の方を対照に

3 0秒スナップのタイムスタディを実施した(30秒ご、

とに、どこでどんな姿勢でどんな作業をしていたか

を記録していき、その結果を分析する)。

その結果を図1に示す。実はこの作業が4つの班

の中で一番つらい作業のために、午後3時の休憩

A 午前08 ,20'"10 ,50 280スナップ

作業姿勢分類。 10 2氾 3 0 4( 5C

46.1

12.1

台車b5.7

18.9

B 午後 13 ,20'"14 ,45 169スナップ

作業姿勢分類。 1 0 2( 3 0 4(

139.4

5(

4105-4950 0。 58

日日。以上

跨躍

主主任、運徹

台車|日

図1 コンテナ班、調理員の午前、午後別作業姿勢分布

A 午前の作業内容
① 食器入りの力コ在消毒保管庫から
出して苔校別のコンテナに入れる。

② 冷蔵庫から1人同のパックジャム
の箱在はこび出す。

↓
③ 小さな紙に各校クラス(言十170クラ 

ス) gUの必要パックジャムの数在記
入する。

↓
④ この間、冷凍コロッケが揚がる。
食缶へ入れる。食缶を床のコロの上
におく。曲がり角では手で押す。
「そんきょ」の姿勢は、この時に見 

b
れる。

↓
⑤ 調理主から搬出室の万在まわって

印% 床のコロを流れてくる食缶在持ち上
げ、 3段重ねにして、コンテナ戸。

②③157.1
↓

④⑤
↓

②③
↓

④⑤
↓

⑥ Bコースのスヰヤキ入りの食缶在 
④⑤する。

午前中1固トイレに行く。
被験者女性岨歳、身長161c臥体重5 8 k g -

印%

までで現場から離れ休憩室に入ってよいことになっ

ていたのであった(コンテナ班の独自の仕事は午

前中だけで、午後は他の班の人たちと同様に食

缶、食器の洗浄をする)。コンテナ班は、指先にをな

かなかつらい作業のように見えた。午前と午後の立

位作業での姿勢分布の差は、午後の場合はもっぱ

らシンクの前に立つての洗浄作業であり、この調理

員の身長が平均より7~8cm高いために、前屈と

なってしまうので=ある。

まとめ

なぜ、 M氏に指曲がり症か溌症したのか。給食調

理作業は手指に負担の大きな作業であることは疑

問の余地はない。しかし、同じキャリアの調理員に

同じような程度の手指関節変形が起こるわけでは

ない。明らかに個人差がある。これは、指曲がり症を

発症させる諸要因に対する耐性(抵抗力)の個人

差によるとしか、現時点では言いようがない。もうひ

とつ、 M氏の場合に言えるのは、あの時代の女性と

しては大柄の方であり、健康には自信を持った人

だ、った。そして、同僚の誰もが認めるような大変な

働き者だった点である。いつも他人のやりたがらな

い負担の重い仕事に率先して従事して、他の人の

2倍近くも働いたという。個人差の問題に加えて、 M

氏にあれほどひどい指曲がり症が発症して当然と

考えられる条件は明らかにあったのである。多くの

伺僚の“ Mさんなら発症して不思議はない"との声

も、この場合ひとつの重要な証言と言える 阿T市
と考える。 副↓凪

10安全センター情報96年7月号 安全センター情報9 6年7月骨 11
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(XP所見)

*大阪府高槻市の4名の学校給食調理員の不服

審査請求で、 1996年2月21日に行われた地方公

務員災害補償基金大阪府支部の口頭意見陳述

に向け、 4名の請求人、請求人ら力下町属する高槻

市職労・巴書記長及び筆者の連名で提出された

申立書(周年2月15日付け)からの抜粋(全体の4

分の1程度)である。

1 I中災紡報告」について

省略-6～8頁天明佳臣「意見書」の r3 認定基

準について」の項と同旨。

2 I高槻検診報告」について

高槻検診報告(注目島隆興医師による高槻市

立小・中・養護学校の学校給食調理員183名を対

象に行った変形性手指関節症検診の結果報告。

平均年齢51.1歳だが、平均の経験年数 19.6年、総

給食数2,982食という暴露量の非常に高い集団で

あるため、暴露量のレベルのカテゴリー分けが後

述のようになっている)から、暴露の指標を総給食

数(中災防報告でいうところの給食数)として、 X P
所見、両手D1PのX P所見、他党所見について、相

対危険度及ひ(EF(寄与危険度割合)を計算すると

次のようになる。

総給食数 2,300 2,301-3 ,000 3,001

oR 1.0 凋斗q】ιっ 5.01

90%C.I 41凋斗・A斗ウーη/』 QJ 7I 1 . 68-14. 94
E F(%) 80.0

所見あり 3 Uι 38

所見なし 17 4っι 43

(両手DIPのX P所見)

総給食数一2,300 2,301-3 ,000 3,001

oR 1.0 5.80 7.20

90%C.I 1.60-21.01 2.00-25.90

E F( %) 82.8 86.1

所見あり 2 29 35

所見なし 18 45 45

(他覚所見)

総給食数 2,300 2,301-3,000 3,001-

OR 1.0 3.67 3.84

90%C.I 1.55-8.65 1.65-8.96

EF ( %) 72.8 74.0

所見あり 9 57 66

所見なし 1 1 19 2 1

ネ 90%C.I=90%信頼区間

また、高槻検診報告から、暴露の指標を経験年

数として、 XP所見、両手D1PのXP所見、他覚所見

について、相対危険度及じ EFを計算すると次のよ

うになる。

自治体労働安全衛生研究会ワークショップ編

シリーズ。職場の改善対策事例 学校給食職場
発行。労働基準調査会(日3)3915-6401 A4 判64頁定価。1,000円

12安全センター情報96年7月号

(XP所見)

経験年数 15 16-20 21一一

OR 1.0 10.29 15.42

90%C.I 1.81-58.47 2.70-88.01
E F( %) 90.3 93.5

所見あり 1 35 37

所見なし 15 5 1 36

(両手DIPのX P所見)

(他覚所見)

経験年数 15 16-20 21-

OR 1.0 19.68 30.43

90%C.I 1 . 80-214. 62 2.78-332.81
E F(%) 94.9 96.7
所見あり o 32 35
所見なし 16 54 38

経験年数 15 16-20 21

OR 1.0 4.71 5.65

90%C.I 1. 84-12. 04 2.17-14.71
EF ( %) 78.8 82.3

所見あり 6 65 6 1
所見なし 10 23 18

以上より、高槻検診データによれば、暴露の指標

を総給食数としたときの2,300食以下に対する相対

危険度は、所見によって異なるが、 2,301-3,000食
では3.67～5,8, 3,001食以上では3.84～7.2であり、

EFf立、 2,301-3,000食では72.8～82.8%、 3,001食

以上では74.0～86.1%である。

暴露の指標を経験年数としたときの15年以下に

対する相対危険度は、所見によって異なるが、 16
20年では4.71-19.68、 21年以上で5.65～30.43で

あり、 EFは16-20年では78.8~94.9% 、 21年以上で

82.3～96.7%である。

よって、高槻市給食調理員では総給食数2,300

食を超える場合、あるいは、経験年数 16年を超える

場合の変形性手指関節症の発症に関しては、そ

のEFは、おおむね 8 0 %を上回っている (XP所見で

は90%を超える)。

3 その他の研究

上野満雄、中桐伸五「学校給食調理員の『指曲

がり症状～(第1 報)ー検診成績から J( 労働科学

V o 1. 63,No6,1987以下「上野報告Jというは、「給

食センター、単独校、事務系職員の中から無作為

抽出による5歳年齢階層ごとのマッチングを行い、

各々 71名で総計213名の検診対象者(全員女性)

を抽出し、対象者全員に医学的検診を実施したj

ものである。したがって、年齢影響を除いたをのと

考えることができる。
上野報告のTable 3F requency of finger de

formity findings (手指の変形所見の頻度)によれ

ば、多くの変形所見において、給食調理員が統計

学的に有意に多いことが実証されている。

そこでこの表の中の、センター及び単独校とも統

計的に有意に差があξと判定されている所見につ

いて抜粋し、事務員群を対象群としてセンター及

び単独校の調理員群の相対危険度及びE Fを計

算すると次のようになる。

なお、上野報告のTable 1から、調理員の経験年

数は、平均値でセンターが約 10年、単独校が約 13

年であり、中災防報告や高槻検診報告と比較して

暴露の少ない集団であると考えられる。

Flexion of DIP 10"以上

センター 単独校事務員

OR(90%C. l) 4.1(1.88-8.95) 3. 6( .1 63-7.87)
EF ( %) 76 72
所見あり 22 20 7

所見なし 49 5 1 64

安全センター情報96年7月号 13
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Flexion of DIP 10' 以上、かつ、それが泣旨以上

センタ 単独校事務員

OR(90%C. I) 22.0(3.95-122.91) 17.1(3.05 日一 6.7J) 1
EF(%) 95 94

所見あり 17 14 1

所見なし 54 57 70

Flexion of DIP 20。以上

センター 単独校事務員

OR(90%C. I)
EF(%)

18.8(3.34-1白.17) 1.1 5(2 . 00-65.叩) 1

95 91

所見あり 15 10 1

所見なし 56 61 70

Lateral drift of DIP 10' 以上

センタ 単独校事務員

OR(90%C. I) 4.0(1.9ト8.45) 3.3(1.日一7. ∞)

EF(%) 75 70

所見あり 24 21 8

所見なし 47 50 63

Lateral drilt of DI P 10'以上、かつ、それが指以上

センタ 単独校事務員

OR(90%C. 1) 9.2(2.59お 01) 5.7(1.53.20.89)

EF(%) 89 82

所見あり 15 10 2
所見なし 56 61 69

Flexion 0 1O IP 10ロ以よ、又は、 Lateral drilt 01目P10・以上

センタ 単独校事務員

OR(90%C. I) 4.0(2.10-7.74) 4.0(2.10-7.74)

EF(%) 75 75

所見あり 32 32 12

所見なし 39 39 59

XP所見を含まないが、変形性手指関節症の症

状と考えられる各所見の相対危険度はセンターで
は4.0～22.0、単独校では3.3～17.2、 EFは70%を相

当上回り、所見によっては9 0 %を超える。
甲田茂樹「給食調理員の手指の変形に関する

疫学的研究(第2編)健康診査結果の解析J(労働

科学Vo.I 64.No.5.1 98 8 、以下「甲田報告」というの

Table 2f調理員と事務員の手指の変形所見の比
較検討」は、「調理員と事務員とで、年齢を5歳階層

別に無作為抽出した結果、両群から7 4名ずつ選

びj健康診査を医師によって行い、両群問の所見

数について統計学的検定を行ったものである。対

象者はすべて女性である。
この、年齢の影響を除いた分析によってほとんど

の変形所見について調理員が有意に多いことが

実証されている。
そこで、この表について、統計的に有意に差が

あるとされている所見の中でいくつかの所見を抜
粋して、上野報告と同様な方法によって有病オツ
ズ比による相対危険度とE Fを計算すると次のよう

になる。

findings of finger deformation (変形所見)

調理員 事務員

oR ( 90%C. I) 4.3(2.30-7.97)

EF ( %) 77

所見あり 37 14

所見なし 37 60

lateral drift of finger joint (側方偏位)

調理員 事務員

OR(90%C. I) 2 .3( 1.20-4.52)

E F( %) 57

所見あり 23 12

所見なし 51 62

sweling of a finger joint (関節の腫れ)

limited motions of af inger joint (運動制限)

調理員 事務員

OR(90%C. I) 5.6(1.53-20.75)

E F( %) 82

所見あり 10 2

所見なし 64 72

symptoms of a finger joint (症状)

調理員 事務員

OR(90%C. I) 5.5(1 . 86-16. 35)
E F( %) 82

所見あり 14 3

所見なし 60 71

調理員 事務員

OR(90%C. I) 12.7(2.23-72.71)

E F(%) 92

所見あり 11

所見なし 63 73

pain in finger movement (運動痛)

tenderness of a finger (EE痛)

調理員 事務員

OR(90%C. I) 11.4(1.99-65.52)

E F( %) 91

所見あり 10

所見なし 64 73

調理員 事務員

OR(90%C. I) 12.7(2.23-72.4)

E F(%) 車甘 100

所見あり 10 0

所見なし 64 74

所見としては、 XP所見を含まないが、変形性手

指関節症の症状と考えられる各所見の相対危検
度は2.3～13.0であり、 EFは57~約100%であり、側

方偏位を除くとE Fは7 0 %を相当上回る。

4 定量的評価からみた公務起因性の存
在

基金支部が最も重視している中災紡報告にお
いては、給食数1,001食以上、または、経験年数6年
以上の各暴露群においては、 E Fはf l 0 0 %に限りな

く近いJ(津田陳述書ー注 18頁以下に全文)。高
機検診報告においては、 E Fはおおむね8 0 %を超

えており、所見については9 0 %を超えて一いるoただ

し、高槻検診報告は基準とする暴露層は完全な非
暴露層(非調理員)ではなく(内部比較のため、相

当の暴露者が混入している)、相対危険度及びE F

は過小評価になっていると考えられることは、津田

陳述書が指摘するとおりである。高槻検診報告で

もこれについてコメン卜されているロ中災防報告も

内部比較という意味では、高槻検診報告ほどでは

ないにしても、一定の過小評価の傾向を持つとい

える。甲田報告や上野報告においては、上記2つ

14 安全センター情報96年7月号 安全センター情報96年7月号 15
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認定作業にあたって「公務起因性のあるものをな
いとする誤り」を少なくするためには、 rl経験年数』
>5年、『総給食数～>1,000食」としても何ら問題は

なく、むしろそうすることにより、初期のもの、軽症の

段階からの早期の対策を促すことで、発症数全
体、重症者を減少できると考えられる。

ここで、あらためて、請求人の経験年数、総給食

数についてみると、基金支部が弁明書において認
定している、確定診断時 (1988年 12月)における各

詰求人の経験年数、総給食数は次のとおりであ
る。

A 経験年数15年 総給食数2,600食

B 経験年数19年 総給食数3,600食

C 経験年数19年 総給食数3,300食
D 経験年数12年 総給食数2,100食

すなわち、 4名とも経験年数 11年以t、かつ、総 

給食数2,001食以上の職業暴露を受けた労働者

であり、彼女たちに発症した変形性手指関節症二

指曲がり症は職業病と考えられ、その変形性手指

関節症を2次的に発症させたと考えられる原疾患
はないことから、公務上災害であることは明白であ
る。

5 相対危険度と因果関係の認定

相対危険度によって因果関係を推定し、公務起

因性の判断根拠とするととは、津田陳述書でを明

らかなように、十分な科学的合理性を有している。
裁判上においても、相対危険度が明らかな場合、

これが因果関係の推定のうえで科学的、法的根拠
となっている。

瀬川信久「裁判例における因果関係の疫学的
証明J(1加藤一郎先生古希記念現代社会と民法

学と動向(上)～有斐閣、 1992年)は、

「ところで、相関関係は汚染と疾病の関連の度合
いを示し、相対危険度は非汚染集団に比べ汚染

集団の擢患者が何倍かを示し、有意差は関連の

強さが偶然ではないことを示す。いずれ毛集団的

因果関係の認定には有用であるが、個別的因果

関係の判断にとって意味があるのは、相対危険度

(およびその有意差)であろう。例えば、有病率(有

症率とも言う)が暴露最に正比例して相関係数が
最大の1であつでも、有病率の増加が小さいときに

は、個別的因果関係を推定することはできない。主主
判例の中では、労災に関するモのが相対1昔険度に

依拠する旨を明確にしているが、それは、職業病

について痕学調奇がi東やかになされ、相対信険

庭がしばしば明らかだからであって、仇の事件類

型の裁判例も問様の考元方宇とつでいるように思

われる。この観点からみると、以上の裁判例では、
柁対危険度は2～4倍、したがって確率が50～75

%の場合に個別的因果関係の推定を認めているJ

(下線筆者)と述べている。ととでいう「確率jとは
E Fのことである。

ここで示されている r2~4倍」といき相対危険度

と本稿で算定υた給食調理員の変形生手指関節
症の相対危険度を比較してみξと、裁判上の因果

関係の認定ラインを十二分に満たしていることが

わかる。基金支部の言う、「公務起肉性がある」とは

「相対的に有力な原因であるjことであるとの趣旨
から言えば、理論的には相対危険度2を超える (EF

が5 0 %を超える)場合が「公務起因性あり」に当た
る。実際に算定された相対危険度は3乃至4あるい

はそれをはるかに超えており、中災防報告に至つ

てはEFは約 1 0 0 %であるので、公務起因性はある
と判断して何ら問題はない。 四

置醐金員@定期購読のお顧い
全国安全セジターの活動に御賛同いただき、ぜひ賛助会員として入会して下さい。
賛助会費は、年度会費で、 1口1万円で1口以上です。「安全センタ 情報Jの購読のみ
したいという方には購読会員制度を用意しています。
@東京労働金庫田町支庖fC普)7535803J8郵便振替口座r0015日 9-545940J

1也公災基金大阪府支部の説明
による認定作業の概略

【単独校】

NO
手指の変形性手指関節症であるトー今公務外

YES 
NO「経験年数J>1 0年 公務外

「平均給重量数の合計J(総給食数) > 2 ,OO C食

【給食センター】
五福蚕数経験年数
= r総平均給食数J>200食
ただし、同規模施設に比べ、平均給食数が少
ない場合を除く

YES
公務上

自旦
次のいずれかの条件を満たす。
①平均給食数力 20C食を超える年度が相当数

ある。
ただし、同規模施設に比べ、平均給食数が
少ない場合を除く

②同規模施設に比べ、平均給食数が著しく多
い年度が相当数ある。

③作業施設・作業環境等について、著しい公
務過重の状冗が認められる年度が相当数あ
る包

次のいずれかの条予定元五王「
①同規模施設に比べ、平均給食
数が著しく多い年度が相当数 I YES
あること。 トーう公務よ

②作業施設・作業環境等につい 1
て、著しい公務過重の状況が
認められる年度が相当数ある
こと。 

NO
公務外

v

の研究とは暴露の指標が異なるとはいえ、 EFは、

おおむね7 0 %を超え、所見によっては9 0 %を超え

ており、中災防報告と高槻検診報告が示している

給食調理業務と変形性手指関節症との作業関連
性の存在と強度を指示していると判断できる。

以上のように、一連の疫学的調査報告のデータ

から給食調理員の変形性手指関節症の作業関

連性は極めて強いことが実証されている。なかで

も、中災防報告はその記述内容や分析方法に問
題は多いとはいえ、暴露の指標も示され、暴露の指

標の分布も小さい値から大きい｛直に比較的よく広

がっている(この点高槻検診報告は、大きい方に

偏っている)ので、中災防報告から得られた、「高

い相対危険度と約1 0 0 %と評価できるEFJは、医学

的に大いに重視されるべきものである。

そうした中災妨報告が示している変形性手指
関節症の作業関連性は、給食数1,001食以上、ま
たは経験年数6年以上では、 EFはほぼ100%であ

り、その他の研究によってもその結論、作業関連性

の強さは支持されるのであって、もって、給食調理
員の変形性手指関節症=指曲がり症は rr職業性

変形手指関節症』というべき職業病J(津田陳述

書)である、と結論できるのである。 EFがほぼ100%

かそれに近いということは、その疾病が明白な職

業病として扱われるべきものであることを客観的に

示している。

中災防報告は「どの程度の作業負荷によりいわ
ゆる『指曲がヒ症』が発症しやすくなるかについて
の検討では、給食数が2ヲ001食以上でかつ経験年

数が11年以上が目安となるをのと考えられるjと述

べ、それを引用した基金支部はその弁明書におい

て「発症に関連すると示唆されている総経験年数

と給食数の目安としては、 Jr経験年数が11年以上
(10年を超えることをいう。)とJr給食調理数(給食
数)が2,。 0 1食以上となるととが指摘されている」と

述べている。しかし、中災防報告に基づく上記の分
析から、この点は r6年以上、 1,001食以上の給食調

理員に発症した指曲がり症は、特段の反証がない
限り職業病と考えられる」と言うべきなのである。

したがって、先に示した基金支部の認定フロー

チャート(図参照)で言えば、［単独校］及び［給食

センター］以下の部分は全く必要のないものであ
る。つまり、その上の、 rr 経験年数 ～>10年、『総給

食数~>2,000食jまでで十分であって、公務上外

h
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三特集〆指践がり穫の言宗根審釜忠良-芯長沼認--三辺三沼山-詑-三回目

横輔輔究と事水準の轟轟
ヂ一歩的分析方法1:ついて

中災防報告の開題点
津田敏秀

*大阪府高槻市の4名の学校給食調理震の不服

審査請求で、 1996年2月21日に行われた地方公務

員災害補償基金大阪府支部審査会の口頭意見陳

述で、津田敏秀氏が補佐人として行った「陳述

書 J(同年1月31日付け)及び向年2月22日付けの

「陳述書(補 )Jである。

瞬述書
申

I はじめに

筆者が「労働崎生領域における横断研究データ

の新しい分析法J(文献1)という総説論文をまとめ

て投稿した契機となったのは、筆者が在籍する教

室が、古くから横断研究、特に筋骨格系の職業病

(今日では作業関連性疾患という、より広い概念に

含まれるが)の調査を手掛けてきたこと、そして筆

者の専門のひとつが疫学的研究方法論であること

に加えて、論文にも引用している1992年3月に発

行された中央労働災害防止協会の「学校等給食

施設における給食調理員の勤務実態等に関する

労働衛生学的調査結果報告書J(文献2)の分析

方法とその結論を読む機会があったからである。

今回この報告書の分析法の欠点が未だに十分

知られていないことを知り、それらについて、本陳

述書において少し詳しく解説する。この報告書(以

下、報告書と表現する)で使用されている方法論

は、誤りであるとは言い切れないが、今ではあまり

疫学では使用されない古い方法である。そのため

に今日行われる通常の定量的疫学分析をおこなう

ことができない。ではどういうふうに分析すれば良

いのかについては、 k記の総説論文の中で述べ

たが、なぜこの方が良いのかについて、ととで少し

詳しく述べる。

疫学データでは計数データ (count data)が多い。

ところが従来の統計学は、身長・体重に代表される

連続デタで、かつ平均値や分散に主な注目点が

ある。計数データも最終的には正規分布への近似

で分散等を推定するが、この連続データか計数デー

タかの違いは大きい。加えて平均値に関心のある

連続データと違い、疫学の大きな関心は、「暴露に

よる影響の指標」である。「暴露による影響の指標J
で最も良く使われるのは、率上ヒ、リスク比、オッズ比

などの相対危険度である。相対危険度は、原因に

暴露している集団が暴露していない集団に比べて

「何倍」疾病が多発しているかの指様である。つま

り、影響の強さをあらわす。

しかし、報告書は、こうした指標を用いて分析さ

れていないことに端的にみられるように、疫学研究

デザイン及び定量的疫学理論に対する理解が全

くない。前者が横断研究の考え方への理解と疫学

的指標の設定の欠如であり、後者が多水準の暴

露レベルの影響をどのように分析するかの方向性

の欠如である。加えて、報告書では、作業関連疾

患の病因調査の基本的な指標 (measure)でてある

EF( Etiologic Fraction病因割合)が計算されてい

ないことにわかるように、「作業関連疾患」という用

語への理解が全くない。

これらを順次説明する。

H 疫学的分析の概要

疫学は人間集団におこる健康問題の因果関係

を解明しようとする学問である。したがって、健康を

とりまく背景が変化してくれば、疫学のテーマもその

影響を受け、テーマにふさわしい理論、方法論が

必要となってくる(文献 3)。

悪性腫療、循環器疾患といった慢性疾患が中心

となってくると、旧来の病原菌を病気の原因とする

ような特定病因説の枠組みだけでは問題を十分カ

バ できなくなってきた。因果関係の判断は行政政

策や診療にも影響を与えるため、共通の認識を持

つことは重要なことである。慢性疾患では原因と結

果が1:1に対応することはまずありえない。そのた

め、経験主義的な疫学における因果論は、科学哲

学の因果論と結び付いて発達することになった。因

果関係を確率論的にとらえていく方法、 Popperの反

証主義などが、疫学に大きな影響を与えた。

R o t h m a nは疾病はいろいろな要因が集まり十分

原因となり、十分原因のひとつが成立することによ

り疾病が発生するモデルを提唱した(文献4) 。これ

によれば、全ての十分原因の構成要因を明らかに

することは不可能である上、仮説では限られた要

因のみに着目して、その他の要因は同 であると

仮定せざるを得ない。因果関係については確定論

の立場をとるが、現象は確率論的に起こると仮定

するわけである。すなわち、「要因暴露のある集団

はない集団に比べ疾痛発生の頻度が高い」という

仮説を立て、観察を通じて諸要因(原因・診断・治

療)が疾病に与える影響を定量し、その結果をいま

まで知られている事実と照らして考察する方法論

が定着してきた。この考え方はI L O / W H Oの手引

書にも反映されている(文献5) 。

疫学が定量する方向性を持つ以上、指標を定義

しておくことは重要である。疫学の指標については

長い間混乱がみられたが、近年整理されてきた。疫

学の指標は、疾病発生頻度の指標と暴露による影

響の指標に区別される。疾病発生頻度の指標は、

有病率、擢患率、累積擢患率(リスク)がある。それ

ぞれの指標の意味は、文献4,6を参照していただ

きたい。

影響の指標については、要因の暴露群と非暴露

群の疾病発生頻度の「差」をとるか「比Jをとるかの

どちらかである。どちらをとるかは目的によって違う

が、「比」をとって影響の程度の指標とすることが多

い。このうち特に擢患率比(率比、 incidence rate

ratio)を推定することを巨標に、いろいろな研究デ

ザインが工夫されている。たとえば、暴露量にモよる

がアスベスト暴露と肺癌の関係では、1.。 2倍から

8.4 4倍となっており、アスベスト繊維の種類にもよる

が規模の大きい調査での混合繊維では2～4倍程

度である(文献 7) 。また、ヒ素暴露と:H市癌の関係で

は、全体としては2~S倍程度である。(文献8)。

疫学の研究においてバイアスと交絡を検討する

ととは重要である。疫学研究が批判される場合、こ

れらの問題が存在するためである場合が多いが、

近年これらの問題は整理されて対応が十分行え

るようになっている(文献到。バイアスは測定する

指標を真の値から歪めるものである。集団を対象と

した観察研究においては、バイアスは選択バイア

ス、情報バイアスに分けられる。交絡もバイアスに

含める立場もある。観察による方法でデータを集め

る場合には、バイアスを完全になくすことはできな

いため、バイアスがあるからといってその研究が

誤っているという考え方は正しくない。バイアスを

できるだけ少なくする努力』お必要であるが、そ¢研

究から起こってくる可能性のあるバイアスを考え、

そのバイアスが結果を過大評価したのか過小評

価したのかを考察し、もしそのバイアスがあったと

しても研究結果を支持できるかどうかを考察するこ

とも重要である。

1970年代から80年代にかけて疫学理論があま
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りにも急速に発達したために、日本ではその成果

が十分に利用されるに至っていない。この進歩を

反映した疫学のテキストもいまだ「新しい疫学J(文

献6)のみと言える。このテキストもアメリカのテキス

トに比べれはきわめて不十分と言わざるを得ない。

皿検定と推定

検定は、「因果関係がない」との帰無仮説を、得

られたデータから判断して、これが棄却できるのか

否かについて質的な判断を行うtのである。「帰無

仮説は棄却されなかったこと」は、帰無仮説を採択

する、つまり「因果関係がないこと」ではない。「因

果関係があるJと判断する十分なデータがないこと

を示すにすぎない。「帰無仮説が棄却されるj判断

に使うpj直( 5 %以下のとき、 5%有意。 5 %の誤りを前

提とした検定ルールで帰無仮説は棄却されるとい

う)は因果関係の強さを示すわけではない。

一方、推定は、母集団でのパラメーター(疫学で

はしばしば率比)を抽出された標本から推定する

(点推定と区間推定)ので、定量的な影響の程度

の評価が得られる。

横断研究における基本的測定指標 (basic m e a

surem口ll)はオッズ比である(文献12) 。このオッズ

比がある条件の宅とで、母集団の擢!患率比の推定

値であることが文献1に示してある。条件が成り立

たない場合でも、オッス、比は影響の強さを示す指

標として、通常最もよく疫学研究で用いられている

指標である。「指まがり症」は、変形性手指関節症

であると考えられ、 R o th ma nのいう非致死性慢性

変性疾患(文献のである。ゆえにオッズ比で影響

の程度を推定することに理論的に全く問題はない。

この点では、日島医師の「弁論書に対する反証」

(文献10)も検定にこだわりすぎている感がある。な

お、検定での「有意性」の判断については、区間推

定値から判断できる。

N横断研究

研究デザインについては、文献11の「疫学の影

響の指標としてのオッヌ上じ」、文献H労働衛生領
域における横断研究データ表示の新しい考え方J
に詳しく説明されている。すでに述べたように疫学

研究の主な目的は、暴露による影響の指標、特に

擢患率比を推定することであるが、それを達成す

るために研究デザインを設定して調査分析を行い

擢患率比の推定を行う。

分析疫学的研究デザインでは、主なをのとして、

コホート研究、症例対照研究、および横断研究が

挙げられるが、横断研究は文献1で述べているよう

に、非致死性慢性変性疾患では症例対照研究と

同様に分析する。このような疾患の疫学研究では

横断研究でしか、実際上擢患率比は推定できない

ことは銘記しておくべきである。

交絡要因およびその調整と解釈については文

献9に詳述してある。交絡要因 (r指まがり症jの場

合、例えば年齢)に関するデータが待られている場

合には、調整する分析方法が示されており、層別

分析や多変量解析などの分析法は、すでに疫学

研究では日常的に行われている。報告書には、こ

のような疫学の基本的知識も用いられておらず、こ

の報告書の著者が基本的な疫学理論について全

く知らない可能性はきわめて大きいと言わざるを得

ない。(報告書では年齢等の交絡要因を分散分析

による検定で調整しJ検定と併記している。)また、

交絡要因たり得るためには条件があり、疾患のリス

クファクターというだけでは交絡要因とはならない

ことに注意するべきである(文献 9)

V 多水準の暴露に関するデータの分析法

給食数が日食から数百食にわたξときに、データ

をこれまで述べてきた2 X 2表で取り扱うことには限

界がある。このようなデータを多水準の暴露レベル

にわたり、より詳細に分析する方法について、

Rothman(文献めはそのテキストの最後の16章で

rAna lysis with multiple levels of cxposureJとして

述べている。その要約をとこでは述べる。

まず連続量である給食数をいくつかのレベルに

分割し(カテゴリー分けし)なければならない。連続

量のまま取り扱うときの欠点についてRothrnanは、

コホート研究における擢患率は、暴露水準でカテ

ゴリ一分けしないと想定できないので、症例対照

研究の目的を母集団の擢患率比を推定することと

すると、症例対照研究でも暴露水準をカテゴリー分
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けする必要があると述べている。これは症例対照

研究と同様に取り扱う横断研究でも同様である。暴

露量を連続的に取り扱ったところで、統計学的検

出力はやや増すというメリットは少しはあるが、疫

学的定量の目的のもとでは大したメリットではな

い。加えて、 tし連続的に取り扱ったときはt検定を

用いるのであるが、それについては、 rt検定は基

本的に平均値における違いを検定することなの

で、いくつかの外れ値 (outliers)によりひどく影響を

受けてしまう。」と述べている。このような欠点はカ

テゴ七一分けをすることによち解決できる。ただ、カ

テゴリ の境界をどこで切るかは問題が残る。しか

し、 data量が多い場合には、カテゴリーの数を増や

すとある程度はこの問題も小さくなる。なによ巳も、カ

テゴリー分けした時は分析で得られた数値の解釈

がしやすい。

多水準に暴露量をカテゴリー分けした後は、基

本的には2 X 2表の取り扱いと同等である。具体的

には、基準量となる暴露水準(しばしば最低の暴露

量を採用する。報告書では例えば、給食量500食

以下もしくは経験年数5年以下)を2 X 2表の非暴露 

群とし、それぞれの暴露水準を暴露群として、 2 x 2

表を想定し、オッズ比をそれぞれのレベルで計算

するのである。オッズ比は、その「暴露水準では、

基準暴露量に比べて00倍の擢患率比」と解釈

可能である。

暴露水準のカテゴリー数を多くすれば、より細や

かな分析となるが、それぞれの水準の標本数が少

なくなって信頼区間が広がり、正確性が下がるoカ

テゴリー数を少なぐすれば逆の事が起こる。

なお、連続量をそのままにして取ヒ扱う場合には、

ロジステック回帰モデルを使って解析することが考

えられる(文献 6) 。しかし、この場合にもカテゴリー

分けすることが勧められている(文献12) 。

1直 Eliologilc Fraclion

報告書は、給食調理員の手指の変形性関節症

を作業関連疾患として位置づけている。作業関連

性疾患に関する手引き(文献13)や報告書(文献

のは、作業関連性疾患の調査は、原則的に他の疫

学研究で用いられるものと変わらないと述べてい

る。そして、作業関連性疾患の病因論の指標とし
て、 E F (Etiologic Fraction; Attributable risk percent 

(寄与危険度割合)もしくは、 Att口butable pro

port l O llともいう) (文献14)を算出することを解説し

ている。 E Fとは、基準とした暴露水準(非暴露が望

ましい)であったと仮定すれば、現在観察されてい

る暴露水準の患者のうち何%が発病しなかったの

かを推定するものである。暴露群における、暴露が

寄与している患者の割合である。内部比較を重視

する場合には、基準とした暴露水準は、しはLば非

暴露ではなく、低濃度暴露集団になってしまう。こ

のとき、 E Fは過小評価されてしまう。

給食調理員の手指の変形性関節症の例で具体

的に解説すると、 V多水準の暴露に関するデータ

の分析法で推定した暴露水準別の相対危険度

(との場合は、オッズ比)を、

EF二 (RR-1 ) /RR

(この場合、 RRはオッズ比)

上記の式に代入して計算する。オッス比が5なら

ば、 E Fは0.8 、すなわち8 0 %となる。報告書のデータ

では、 1,000食以下に手指の変形性手指関節症が

観察されていないので、 1,001食以上のカテゴリー

ではE Fは、限りなく1 0 0 %に近いことになる。すなわ

ち、もしこの1,001食以上の集団の暴露が、 1,000食

以下であれば、観察されている手指の変形性関節

症の症例は、全例発症しなかったことが推察され

る。なお、法廷での因果関係論では、このE Fが50

%以上であれば、症状と暴露の因果関係があった

と事実上認めるべきであるとされている(文献15) 。

報告書が、もし、「指曲がり症」を作業関連性疾

患と称するのなら、このE町立、きちんと推定するべき

であっただろう。

VIIおわりに

本陳述書でコメントすることを要約すると以下の

ようになる。

(1)報告書の最大の問題点は、サンプルサイズが

小さいことに加え、定量的疫学分析が行われて

いないことである。そのために作業関連性疾患
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の病因調査における基本的な指標であるEF
(Etiologic Fraction)を、暴露水準別に推定でき

ていない。報告書に提示されているデータから

推察すれば、 E Fは1,0 0 1 - 1 ,5 0 0食の水準でさえ、

限りなく1 0 0 %に近いことが示されている。これは

当該疾患が「職業性変形性手指関節症Jという

べき職業病であることを示している。
(2)報告書のデータは、サンプルサイズが小さく年
齢別のデータが示されていないので交絡要因と

して庄年齢は調整できない。しかし、甲田(文献

16) の研究から推察する限り、年齢要因だけで

は、手指の変形性関節症が生じる可能性は比
較的低いことが示されている。伝統的に手指の

変形性関節症の原因と言われている遺伝要因
私原因として疫学的に示されているわけではな

い。また、仮に遺伝要因があるとしても、暴露群と

非暴露群に均等に分布していると考えられるの

で、そもそも交絡要因たりえないことを念頭に置

くべきである。遺伝的要因や年齢要因が観察さ
れた集団での発症を説明でさることは、全くデ←

タとしては示されていないのである。

(3 )これまでの、癌等の非特異的疾患と職業暴露
の関係で示されてきた相対危険度やEFと比較

しでも、このように図果性の高い疾患を職業との
関連を抜きにして論ずることは、これまでの産業

保健のあり方を根本的に揺るがしてしまうことに
なる。もし、給食調理員に観察される手指¢変形

性関節症が職業暴露が原因でないとするなら、
「職業暴露が原因ではないjとする者が他の多

発要因を示す責任が生じるし、他の多発要因を

示すためにはデータが必要である。

(4)なお、報告書のデータではサンプルサイズが
小さいので、 1,0 0 0食以下のオッズ比もしくはEF

は推定不可能である。 四li河
以上。 ‘ ιμ
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陳述書(補)
命

Iはじめに

学生相手なら、 1 0時間以上、数回に分けて電卓
を持参してtらって演習問題を解きながら話をする

内容を、 1時間あまりで話さざるを得ませんでしたの

で、初めてこの話を潤く方にはわかりづらかった面
があるかもしれません。しかし、できるだけ、医学に

おいて因果関係を取り扱う学問である疫学のオー

ソドックスな話をさせていただいたつもうです。私の

陳述書その他の資料をご覧いただければ、こ1里解
いただけるかとは思いますが、先日の証言で、十分

強調しきれなかった点について、補足説明をいた
します。

np -値(確率値)と信頼区間

安易にp値を使わず、影響の程度の指標 (e庄町t

measure) を決めて、その推定値つまり点推定値お
よび区間推定値(信頼区間)を定めよという話は、

私の持論ではなく、Modern epidemiology

(Rothman KJ,Li ttle Brown,B oston,1 986.)など 

の誰もが認める疫学の標準的教科書や、 New
England Journal of Medicine,Jo urnal of American 

Medical Association (l AMA), Br itish Medical 

Journal等の世界の医学一般誌も、その投稿規程

で求めているものです(文献 1(甲第22号証))。中

災紡も、少なくともデータの分析・表示だけは、一般

的な方法で影響の指標の推定値を定量的に示す

べきであったと思われます。

皿藤津論文(1995年関節外科14巻2号、
153-160)(文献2(甲第23号証) )

鈴鹿回生病院の藤津幸三氏が「いわゆる『指ま

がり症』の疫学について」と題して論文を書いてい

ます。この論文は、鶴田登代志・藤津幸三が、 1986

年に日本災害医学会誌に発表した「給食調理員

の『指まがり症状』に関する調査研究」と同じデータ

を使い、分析法もほぼ同様の論文ですが、そのまと
めは以下のようになっています, (1) r指まがり症」

という独立疾患は存在せず、 Heberden結節がr｝旨
まがり症状」の主因である。 (2)給食調理員におけ

るHeberden結節陽性率は、30歳台から60歳台に

有意に高値を示し、一般人口中における陽性率よ
り明らかに高率であるロまた勤続年数による一義的

な増加傾向を証明することはできなかった。 (3)給

食調理員にみられる「指まがり症状jは、狭義の職

業病と断定する結論には達せず、作業関連性疾
患とするのが妥当である。

この論文の問題点は、中災防の報告書と同様
に、検定しかおこなっておらず、影響の程度の指標

の推定値を示していないことの他に、以下のような

問題点が見られます。
(1) r指まがり症」 、 Heberden結節等の症候論的病

名の付け方にこだわりすぎ(他にも変形性手指関
節症という病名もありますが)、原因と症候との関
係が一番大事であξことを見逃しています。病名

の付け方は大別して「原因論的病名jと「症候論
的病名Iの2種類があり、前者の例としては、じん

肺、枇素中毒症、ビタミン欠之症等があり、後者の
例としては、精神分裂病、癌、などの病名があげ

られます。いずれも症候論的病名である「指まが

り症j、H e b e r d e n結節、変形性手指関節症のどれ
が正しいかは、不毛な論争です。 Heberden結節

は「原因不明江変形性手指関節症」のことである
という意見もありますが、これだとしても同じです。

症状のある給食調理員たちは、原因を知りたがっ

ているのですから職業病という言い方は、もち

ろん原因論的病名でしょう。したがって、 1 0 0 %特

異性もあります。病名がついた時点で作業や職

業と関連づいているのですから。一方、作業関連

性疾患の具体例であげられている病名は、「高血

圧、虚血性心疾患、慢性非特異性呼吸器疾患

(慢性気管支炎、肺気腫、気管支陥息Iよど) 、 1 )ウ

マチ性のものを除く運動器傷害(腰痛、頚肩腕

痛、関節症)、悪性腫蕩、胃十二指腸潰療、行動

反応と心身症などJ(甲第8号証)で、心身症を除

いては症候論的病名です。ですから、病名の付
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け方が全然違うのです。職業病にしようと思うの

なら、 00性ムム症というふうに、前に職業もしく

は暴露をつければ良いことになります(例、職業

性腰痛)。

このように職業病と作業関連性疾患の区別に

執着することはほとんど無意味で、作業・職業の

影響の程度を疫学調査に基づいた相対危険度

を推定することで定量的に求めることに意味が

あります。

(2)影響の指標の推定以外に、疫学的調査・分析

の基本的なととろが全くできていないという持徴

が、この論文にはあります。

まず、交絡要因の調節の概念が全くないこと

が挙げられます。表1と表4を見比べてください。

症状陽性率を年齢階層別に求めているのです

が、表1の給食調理人では年齢階層が1 0代から

60代までを 1 0歳刻み、表4のコントロール群では

年齢階層が3 0代から8 0代までを1 0歳刻みとなっ

ています。その挙げ句、総数による有病率には有

意差はなく、年齢別に行うと有意差があったとし

ています。これは初歩的な誤りです。

次に、給食調理人群の設定とコントロール群の

設定方法の陵昧さがあります。給食調理員は、三

重県津市、鈴鹿市、四日市市の学校給食調理員

および三重大学医学部付属病院、さらに整形外

科関連病院17施設に勤務している給食調理員

総計4 2 8人からなっていますが、どこからどれだ

け集めたかわかりません。ですから暴露量別の

分析も、経験年数でしか行い得ていません。コン

トロール群は年齢層を3 0歳以上と限定した上で、

手指に愁訴を持たない、つまり手指以外の疾患

で入院、あるいは来院した患者及び職員につい

て、給食調理員とほぼ同様の調査を整形外科医

の直扱検診によって実施した、ということで、これ

またどこからどれだけ集めたかの詳細はわかりま

せん。職員の具体的な職種は分からず、患者の

病名も分かりません。整形外科の患者には骨代

謝の異常を持っている患者もあり、決して一般人

口を反映しているものとは言えません。この辺が、

男女別の有病率に差がなかったことに筆者自身

が驚く結果ι結びついたのではないでしょうか。

用語解説

擢患率 ある集団にある病気が多いか

少ないかを論じる時に、まず疾病量を数量

化しなければならない。これには大きく分け

て2つの種類の疾病量が定義できる。つまり、

「健康な状態から病気の状態になった人の

率」と「全体の中で病気の状態の人の割合」

である。前者を擢患率、後者を有病率と言

う。現代疫学では擢患率は、観察された疾病

新発生数を対象集団内の一人一人の観察

期間の総計で割ったものと定義されているo

擢患率は瞬間的な疾病の発生しやすさの

指標である。

擢患率上t、オッスヱt:2つ の擢患率(例え

ばアスベストの暴露群と比暴露群の肺癌の

擢患率)を比較する時、方法は2つの擢患率

を引き算するか割り算するかのどちらかで

ある。割り算する方が一般的であり、期jり算

をすれば比暴露群に比べて暴露群の方が

何倍肺癌が発生しているという表現で分か

りやすい。これが擢患率比であり、暴露によ

る疾病の発生への影響の指標とされること

が多い。オッス百七は、症例対照研究におい

てこの擢患率比を推定するための指標で

ある。

出典津田敏秀、馬場園明、三野善央、谷
原真一、 JI 、河孝則、交絡要因と因果関係

とくに環境問題をめくって一環境と公害 24
(3) ,61-65 ,199 5

もっとも比較している文献も一般人口をどれくら

い誠実に反映したものかは分かりませんが。

(3) (2)に「 義的な増加傾向を示していない」と

ありますが、おおむね増加傾向を示しておりま

す。また、 3 0年以上の人は、 9人中2人と少数であ

り、この勤続年数だとやめた人も多いのではない

かと思われます。横断研究は、脱落した人をとら

えられないという欠点がありますが、手の障害等

暴露と関係した脱落の時には、影響の程度は過

小評価されます。とにかく、著しく数が少ない暴

露層があり、経験年数が暴露の指標で、しかも

雑多な職場が集められたこのような研究では、

暴露の指標の増加に伴った「一義的な増加傾

向Jを求めるのは1 あまりにも無理があります。

lV多水準の暴露レベルでの影響の程度

の指標

多水準の暴露レベル毎の、影響の評価の指標

の、それぞれの水準での求め方を詳しく説明する

時聞がありませんでした。具体的な求め方は、
Modern epi demiol ogy (Rothman KJ,Li ttJeB rown, 

Boston,19 86.)の 16章や私の総説論文(甲第 12号

証)に載っていますが、以下のような方法に基づ、き

行います。

暴露レベル参照暴露 1… ェ・最高暴露

(非暴露)

症状あり

症状なし

b al'" a1'" an

d cl ・・ ci'" cn

暴露レベル1の影響の強さは、暴露レベル1の参

照暴露に対するオッズ比 (OR1)で表され、

OR1=(al *d)/(b*c1)
となります。

そして、各暴露レベルにおけるオッズ比を同様

にして求めればよいわけです。

最高暴露レベルにおいては、

oR n=( an *d)/(b *c n)

となります。

こうして求められたオッズ比は、各暴露レベルで

の影響の強さの点推定値であり、このイ直の信頼区

間については、例えば、暴露レベル1の9 5 %信頼区

間は、

ベln(ORMF日ヲ］

で算出されます。

中災防が、教科書どおりに素直に、暴露水準別に

相対危険度を推定しE Fを算出すれば、変形性手

指関節症と給食調理作業の関係性は明らかで、他

の何か未知の交絡要因が見つからない限りは、因

果性を認めるべきでしょう。なお相対危険度が2を

越えるものは、交絡要因では説明しきれないと述べ

ている論文が多いです(文献3 (甲第2 4号証)。)

Vおわりに

実は、中災防その也の給食調理員の変形性手指

関節症のデータを見て私の同僚がこう言いました。

「きれいに最反応関係が出ているじゃない。オッズ

比も高いし。これで何が論争になるの?なんで君が

大阪にまでわざわざ説明に行くのむと不思議そう

に尋ねました。「このデータで示されている以上の

暴露を受けている給食調理員の変形性手指関節

症の業務起因性が、認められていないようなんだ。 J

と私は恥ずかしそうに答えるしかありませんでした。

実は私自身も不思議でなりません。いったいどの

ような論理を使えば、これが因果関係がないという

ような判断と結びついたのかがです。暴露量モあま

りにもはっきりと測定されており、影響の程度の指標

(相対危険度オッズ比)も、 1,0 0 1食以上の暴露で

高い値を示しており、量反応関係も観察され、どの

調査においても変形性手指関節症の多発が示さ

れており、年齢影響も考慮された研究があり、少し

で主疫学理論をかじったtのなら遺伝影響ではまっ

たく説明がつかないのです。これがどうして1,。 0 1

食以上の人で(実際は、本件請求人では2,1 0 0食

から3,6 0 0食)業務起因性が認められないのか、不

思議です。 町内
以上魁↓岨
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関節外科、 V oI. 14,No.2,15 3-1 60,1995

3) Selby J.V.: Control evaluations of treatment and

program efficacy,Ep idemiol. Rev. 16,90 -101,19 94
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k捺~..監督官労災罰記～ふ日三ふ:主主辺三己主同万三出三百三日三目

E冨日

井上浩
全国安全センタ 副院署長

1973年のことは)

1月8日(月)曇

午後休んで労働省に行き内田さんに会い判

決コピーをもらう。帰らんとしてS氏に呼びとめら

れて喫茶屈に行く。椅子に座ると興奮してS氏が

話す。「労働省はえらいことをやっていますよ。」

「ええつどんなことをですか。 Jr例えば、実際に

はやっていない会議をやったことにして裏ガネ

を作っています。 Jrへえ、驚きましたね。 Jrその

ため架空の議事録を作らされた馴して苦労して

います。 Jrそうして作ったおカネは何に使うので

すか。 Jr代議士の接待等に使っています。 Jr自
民党ですか?Jr いいえ、それだけでなく社会党

宅あります。 Jrどんな接待ですかっJr赤坂の料亭

で一晩50万円も支払っています。 JS氏は興奮し

ながら続ける。「こんなこともあります。地方局の

課長が課長補佐で帰ってきます。すると管理職

手当がなくなります。それでその分を超過勤務

手当で埋め合わせするので、それだけ皆の超

過勤務手当が少なくなります。」一体私たち第一

線で苦労している末端の小役人はどうなるのだ

ろう。やり切れない思いでS氏と別れた。(内田さ

んというのは後に本省補償課長や神奈川局長

を歴壬して、現在は労災年金協会専務。むかし

私に直属の頃があった真面目で優秀な人であ

る。出身高校は毎年東大に数人が進学してい

て、そこを2番かで出た人であったから、事情が

許せば次官にでもなった人かをしれない。 S氏と

いうのは某所で一緒に勤務した人で、これまた

真面白一方の人であった。このときは大臣宮房

会計課勤務となり日浅いときであったから、受け

た衝撃も大きかったのだろうoその後も数回会っ

たが、二度とそのような話を聞くことはなかった。

労働省関係の図書をもらった程度であり、現在

は地方局幹部である。やはりこの頃のことであ

るが、前述したS係長も私にいったことがある。

「本省から送られてくる図書の部数が、送り状よ

tJ e少ないことがあるのです。 Jrそれは変ですね。 j

「それで本省に電話したのです。 Jrどんな返事

でした。 Jrそんな馬鹿なことを聞くものではない

と一喝されました。」いろいろなことが行われて

いたのであろう。権力からははるかに遠いところ

にいる私たち地方の末端小吏にとっては、それ

こそ夢のような話であった。とにかく人事と予算

を握られていると何もいえなくなるのは会社でも

官庁でも同じである。)

1月10日(水)晴

休んでT、Iの2氏と総理府と衆議院議員会館

へ行くo終って1人で労働省へ行き内田さんに

会う。(内田さんは審査係長で鉛中毒事件につ

いてよく会ったoこの日の用件は記憶にない。総

理府は民間団体の用件だったのだろう。)

1月12日(金)晴

S化学工業の工場次長、総務課長、斉藤医

師、風間医師来局。 14:30～16:00。課長と2人で

応接。

風間 Sについては認定基準を知らなかっ

たので鉛中毒と診断せず。しかし、鉛にばく露

しているからキLート剤を使用して予防的治療

をしたのだと思う。

斉藤ー Gはばく露少なく欠勤多し。健診結果

鉛なし。主訴多し。池袋診療所でも異常なし。下

肢の萎縮まひなし。 Sについては症状はあるが

鉛中毒かどうか疑問。足が上がらないと訴えた

ので東大で筋電図を撮ったD 側索性と進行性

の萎縮症が考えられるが、鉛のせいとは考えら

れない。検査成績も鉛中毒を疑わしめるものは

ない。伸筋まひもない。側索性の疑いが強い。

1月 16日(火)晴

午後課長とS化学工業の現場の追加調査。

1月22 日(月)曇

労働省の宮本監察官と池崎事務官による中

央監査を受ける。夜“満寿屋"で接待。局側は

吉居局長、岩田庶務、藤坂安全衛生、松浦労

災の各課長と紺野庶務課長補佐に私。松浦氏

神妙にして一言も発せず。ために代わりに監察

官の相手をして話す。自時半頃、監察官が局長

とともlこ帰ってから松浦諜首班然元気となり、芸

者と歌ったり踊ったり。 11時まで付き合わされた

が、そっと庶務課長に合図して帰るoサラ"ーマ

ンの悲哀身に託、みる。(課長は非常な内弁慶で

あった。)

1月24 日(水)曇雨

早暁三叉神経痛発症。激痛。出勤後浦和署

の中央監査に立会い。労災、庶務の両課長と

小沢係長も緒。(三叉神経痛は驚くなかれ数

年後にたった1回のはり施術により完治。)

2月1日(木)晴

本日より局も宿日直廃止。 埼玉会館で関東

甲信越ブ、ロック医員会議。(組合の努力により

署においてはとれより先に宿日直は廃止されて

いた。)

2月8日(木)晴

終業後幹部だけで課内でウイスキーを飲む。

いつもの課長の自慢話と追従の連続。いやな

気分。

2月14日(水)曇晴曇

午後休暇をとり大蔵省主計局の中村さんに

会い、法務省大盛検事を紹介してもらい最高

裁判決コピーを毛らう。産業労働調査所に寄る。

2月 15日(木)薄曇晴

午後地検5階で司法実務研修。(監督官に対

して年1回行われる。労災監察官にはあまり関

係ないが、監督官の身分があるため出席。)
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2月19日(月)雨

署労災主務課長会議。東京の烏山倶楽部に

おいて。各署2名出席。局は課長、審査官と補

佐各1名、監察官と係長各2名出席。 1泊。

2月20 日(火)小雨曇

全員で高尾の“みころも霊堂"見学。前年5月

に労災死亡者の納骨堂として労働福祉事業団

により設立されたもの。繁いたことに尾花元局

長が堂守りとしてゆるぎ出て来て挨拶した。一

部の権力者が適当にやっている感じ。(尾花局

長は2 0年前私が愛知を出たときの局長。退官

後労働福祉事業団を経て、 20年後全なお納骨

堂の所長とは驚いた。労災死亡者以外でも納

骨できるので皆さんもどうぞという話であった。

私は即座に、遺骨も役人のときの階級順に置く

のだ、ろうからいやだといったらみんな大笑いし

て賛意を表した。)

2月27日(火)薄曇晴

毎朝テレビの“吉井J11"を見る。昼前突然Sよ

り電話。職員録を見て夢中で電話したと。所沢

署管内歯科診療の件神山課長へ電話連絡。

3月2日(金)晴

秩父署監査。早く終らせて午後山口事務官

運転の車で介護料支給者2名の自宅に行って

見る。

Tさん 1924年11月1日生

8年間臥床。外を歩いてきれいな空気が吸い

たい。奥さんは座布団カバー縫いの内職。 2時

間おきに全身マッサージをしないと呼吸が苦し

くなり手が白くなるので、内職の合間にマッサー

ジ。奥さんがミシンを踏んでい ξときに、その音

を聞きながら安心して眠る。天候が悪いと症状

悪化。 Iあん火」をいくつも入れている。一時は感

触がないのでよくやけどをした。現在も熱くても

どけることができない。身体をふかないとすぐ薄

癒ができる。医師は週1回来る。虫歯の治療に行

けないのでクレオソードを塗っておく。食事は起

きると目がまわるので寝てする。箸は握れない

のでスプーン使用。大便はかん腸しないと出な

い。入浴は退院時したきり。入院は3年と100目。

休業補償12,。 0 0円。 10,000 円は家へ。 2,000円

は病院で妻との生活費。現在は年金2 9 9 ,1 8 0

円。介護料月 10,000 円。厚生年金なし。会社か

らの見舞金は月 1万円最初の3固と退院時1万

円1回のみ。入院中には母が心の落ち着きを得

るため創価学会入信。借金は返す当てがない

からしない。最初の頃はよく怒って何でも投げた

が、最近はおとなしくなった。

事故はトラックにロープ。を積んで社長が運転

していく途中起きた。山崎工務屈の車が来たの

で左へ切れと注意したが、社長がきかず衝突。

乗車3人のうち自分 1人受傷。頚椎骨折。知らな

い聞に社長が相手と示談。会社は現在廃業。

秩父市内の商屈で番頭。続いて出征。沖縄戦

で生き残り19 47年 12月31日帰国。以後自動車

運転手15年。話していて人柄の良さを感ず。署

から25kmo 日の落ちるのが早い山聞の 軒家

であったo

Iさん 1925年3月 1日生

食事は1 6 2食。排便がこわくて腹一杯食べら

れない。小便は常時たれ流しでおむつをして

いる。ぼうこう炎で尿道やぼうとうが痛い。大使

は固いので手でほじくり出している。天候が悪

いと身体中痛い。注射が度重なり皮膚が固く

なって看護婦にもできない。ぼうこう炎予防のた

めクロマイを続けたので視力が落ちた。昨年は

抗生剤の飲みすきで胃を悪くしたが、私病とい

うことで費用は自己負担した。往診は週3回。奥

さんは朝いろいろやってから食堂に働きに行くo

昼は様子を見に一度帰る。一度不在中に苦しく

なり、入口まではい出して失神して倒れていた

ことがある。入院中は看護婦はいても奥さんが

付き添い、手にひもをつけて引っ張っていた。当

時妊娠中で病院では食事をとれないのに下半

身マッサージを続けた。

労災年金581,836 円。厚生年金なし。介護料

月10,。 0 0円。木造2階建てアパートの 1階の6帖

I問で妻と子供2人。家賃月 4,000 円。共同便所。

浴場なし。 16世帯。入浴は往復7 0 0円支払って

影森の実家へ行く。

事故は1965年 8月5日発生。チェーン、ノーで

より電話。朝鮮総連 16日来局したしと。諾。

3月 16日(金)曇

労働新聞より原稿依頼電話。 Sより電話。娘さ

んに話した。会って話したいと。

3月 17 日(土)曇晴

動労の順法闘争で列車大混乱。朝鮮総連の

人2人が労災遺児2人を連れ来局。帰国費用の

ため年金の前払いを希望。帰国費用 100万。年

金 8 0万。本省と交渉することになる。浦和署大

沢事務官来局。 F組労働者Kの遺族関係につ

いて質問ロ①F組においてKの内妻Tを発見す

風倒木を倒すときに倒れてきて腰椎骨折。気が

付いたら病院にいて委も来ていた。当時5歳の

子供と1人は妊娠中 (10月6日出生)。仕事の経

験 15年。日給 700 円。当時、山の飯場に家族と

住んでいた。翌年子供の進学のため転業して

平地に住む予定だった。事故でせっカくの貯金

も全部使った。会社は社長は見舞に来ず事務

員が来た。見舞金なし。仕事には会社との聞に

庄屋が入っていた。庄屋は見舞に来た。付添

看護料も払ってくれた。賃金未払いが5,。 0 0円

あったが、払つであるといってくれなかった。し

かし、庄屋は叔父であるため申告したり訴えた

りする気はない。

(私は命令もない調査をしたが、まことに胸痛

む思いであった。もちろん、このことは誰にも話

さず上司にモ復命しなかった。)

3月 12日(月)小雨

労働省へS化学工業の鉛中毒の伺持参。谷

本職業病認定調査官、須藤指導係長、伸筋ま

ひのみで認定例なし。その関係の解釈を流す

と。

3月 13日(火)雨曇

浦和署の署長と労災課長来局。鉛中毒につ

いての本省見解を伝える。秩父署山口事務官

ること。②実母Yには、 H再婚の場合及び1年以

上行方不明の場合に遺族補償を請求するよう

に教示すること。③請求がない以上積極的に

調査の必要なし。(何か遺族の受給資格の問

題があったらしい。)

3月 226 (木)晴

浦和土建の4階で化学関係の技術研修。終っ

て軽宴。その後、課長と浅倉補佐の3人で“満寿

屋"へ。遅れて森山、斉藤の2監察官来る。課長

は20 日に本省監察官への異動の内示があった

のでと私に話す。私の異動しない理由は、局長

と庶務課長が私を反自民で、かつ、全労働顧問

と考えているためだと。執念深い人事管理に驚

く。(反自民といきのは私の執筆活動や、法案反

対活動をつかまえての判断だろう。しかし、全労

働顧問とは根も葉をないことであった。とれらの

ことは浦和時代の課長であり、いまは名目だけ

の監察官という不遇な地位にあるK氏の中傷で

あった o K氏は不遇な地位からはい上がろうとし

て私を中傷し、局長や課長に取り入ろうとしてい

た。しかし、監督課持代も労災補償課時代も、離

任する課長がこうして教えてくれたのでミあった。)

回

28 安全センター情報96年7月号 安全センタ情報96年 7月号 29



審査官における処理此完等 審査会における裁液状況等 イ労働保険審

審査請求から3か月で再審査へ
審査会は3部9人体制に

改正労災保険法の施行通達

労働省発基第61号
平成8年5月2 2日

都道府県労働基準局長殿
都道府県知事殿

労働省労働慕準局長

労働者災害補償保険法等
の一部を改正する法律の

施行について

労働者災害補償保険法等の一部を改正する法

律(平成8年法律第4 2号)は、第1 3 6回通常国会に

おいて、平成8年5月1 5 8に成立し、本日公布され

た。本法律は、一部の内容を除き平成8年7月1日

から施行されることとなった。

記

第1改正の経緯及ひ趣旨

労災保険給付に関する決定に対して不服があ

る被災労働者等については、その迅速かつ公正

な保護を図るという観点から、裁判所の判断を仰

ぐ前に、労働者災害補償保険審査官への審査請

求及び労働保理主審査会への再審査請求という2

段階の審査請求手続を設けている。

しかしながら、近年、「過労死」事案にみられるよ

うに審査請求事案が複雑困難化していることな

どから、審査請求事案の処理期間が長期化する

傾向にあり、その迅速処理が求められている。

このような中で、昨年7月6日の最高裁第1小法 

廷判決において、労働者災害補償保険法による2

段階の審査請求手続の意義を認めつつも、国税

通別法や健康保険法等にみられるような救済規定

(第1段階の審査請求申立て後一定期間が経過し

でも決定がない場合に、再審査に段階を移して手

続を進めることができる旨の規定)が置かれてい

ないという問題が指摘されたところである(1主 95

年1 0月号参照) 。

このため、今回の改正においては、労災保険制

度における再審査請求事案の処理の迅速化を図

るとともに、 2段階の審査請求手続の趣旨をいかす

ために必要な法的整備を図ることとしたtのである。

なお、同様に2段階の審査請求手続を採ってい

る雇用保険制度についても、同様の趣旨の改正を

行うとともに、併せてこうした制度改正の実効性を

確保するために必要な審査体制の整備充実を図

ることとした。

第2改正の内容

1 労働者災害補償保険法の一部改正

年度 4 5 6

新規請求件数 874 938 ヨ52
(109) (9 6) (9 5)

前年度残件数 1,086 997 912
(205) (194) (170)

要処理件数 1,960 1.935 1,864

(314) (290) (265)

処理件数 963 1,023 1,043
(129) (120) (9 6)

平均処理期間 1年3月 1年2月 1年1月
(1年 日月)(1年11用) (2年)

年度 4 5 ら

新規請求件数 254 246 297
(5 5) (4 2) (5 2)

剛J年度残件数 746 693 644
(107) (124) (121 )

要処理件数 1,000 939 941
(16 2) (166) (173)

処理件数 307 295 233
(3 8) (4 5) (4 4)

平均処理期間 2年9月 2年9月 Z年ヲ月
(3年2月) (3年2月) (3年2月)

査会は委員9

人(従前6人)

をもって組織

するものとし、

委員のうち3人

は非常勤とす

ることができる

こととした(第

2 6条関係) 。

ロ労働保険審

査会の会長及

(1)審査請求をしている者は、審査請求をした日

から3か月を経過しても労働者災害補償保険審

査官による決定がないときは、決定を経ないで、

労働保険審査会に対して再審査請求をするとと

ができることとした(第 3 5条第2項関係) 。

(2)不服申立て中の処分の取消しの訴えは、再審

査請求後3か月を経過しても労働保険審査会に

よる裁決がない場合に限り提起するととができる

こととした(第3 7条関係) 。

2 雇用保険法の部改正

(1)審査請求をしている者は、審査請求をした日

から3か月を経過しても雇用保険審査官による

決定がないときは、決定を経ないで、労働保険

審査会に対して再審査請求をすることができる

こととした(第6 9条第2項関係) 。

(2)不服申立て中の処分の取消しの訴えは、再審

査請求後3か月を経過しても労働保険審査会に

よる裁決がない場合に限り提起することができる

こととした(第7 1 条関係)。

3 労働保険審査官及び労働保険審査会法の

部改正

(1) 1の(1)又は2の(1)により労働保険審査会に

対して再審査請求がされたときは、その決定を

経ないで当該再審査請求がされた労働者災害

補償保険審査官又は雇用保険審査官に対する

審査請求は取り下げられたものとみなす等の措

置を講ずることとした(第1 7条の2第3項及び第

4 9条関係) 。

(2)労働保険審査会における審査体制の整備

び会長に故障があるときにその職務を代理する

委員は、常勤の委員のうちから定めることとした

(第 33条の2関係)。

ハ委員の増員等に伴い、労働保険審査会におけ

る議事に関する規定及び非常勤の委員の服務

に関する規定の整備を行うとととした(第3 3条の

3及び第3 5条関係) 。

ニ労働者災害補償保険制度に関し関係労働者

及び関係事業主を代表する者を、各6人(従前4

人)指名することとした(第3 6条関係) 。

(3 )労働保険審査会による労働保険審査官に対

する差しもどしの制度を廃止することとした。

(4)罰金額について所要の引上げを行うこととし

た(第5 2条及び第5 3条関係) 。

第3施行期日等

1 施行期日

この法律は、平成8年7月1日から施行することと

している。ただし、との法律の施行に伴い新たに任

命されることとなる労働保険審査会委員の任命に

係る改正規定については公布の日から、罰金額の

引上げに係る改正規定については公布の日から

起算して2 0日を経過した日から、施行することとし

ている(附則第1条関係) 。

2 経過措置

所要の経過措置を定めるとともに、特別職の職

員の給与に関する法律について所要の規定の整

備を行った(附則第2条から第6条まで関 陪Tr育
係)。 祉岨
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社告纏i賠譲護制麗日東~

1179,ーケ?の運用改聾
据動障害者の症状固定後対簸

5月号で紹介したように、 1月26 日に「振動障害に

係る保険給付の適正化についてjの新通達(平成

8年 1月25日付け基発第35号)が出されたが、労働

省では並行して症状固定後のアフターケア制度の

改善及乙社会復帰援護制度の改善が検討されて

きた。ただし、これらの制度については予算措置を

伴うことから、国会での予算成立を待って、このほ

ど各都道府県労働基準局に実施が通達された。

.社会復帰援護金制度の改正・

従来の社会復帰の各種援護制度は、ほとんどが

「林業」の振動障害者に限られていたが、振動業

務の業種に関係なく、すべての振動障害者が対象

とされるようになったほか、制度( [ ;拡充がなされた。

いずれも、今年 4月1日から適用される。

これらは、平成8年5月 11日付け基発第3 1 1 号

f振動障害者に係る社会復帰援護制度の拡充等

についてJによって指示されたをの。この通達によっ

て、平成5年8月2 4 日付け基発第521号「社会復帰

援護制度の整理統合等について」は廃止され、平

成3年 10月9日付け基発第6 0 1号 I林業振動障害

者職業復帰促進事業奨励金の支給について」及

び昭和58年7月25日付け基発第3 5 8号「長期療養

者職業復帰援護金の支給について」が部改正

された。また、同通達には、今回改正された「振動

障害者社会復帰援護金支給要綱」、「振動障害者

雇用援護金支給要綱」、「林業振動障害者職業復

帰促進事業特別奨励金支給要綱」、「長期療養者

職業復帰援護金支給要綱jが示されているので

留意されたい。

①振動障害者社会復帰援護金

従来は、症状軽快または治ゆした林業振動嘩害

者が、常用労働者として就職または事業を開始し

た場合に、 65歳未満の者には車合付基礎日額の100

日分、 65歳以上の者には6 0 6分かや支給されていた。

今回の改正では、就職や事業を開始したかどう

かにかかわらず、療養期間が1年以上で治ゆした

すべての振動障害者全員が対象になり、支給額が

2倍に増額された。支給額は、治ゆとなった日に、 65

歳未満の者には給付基礎日額の2 0 0日分、 65歳以

上の者には12 0分となり、いずれも3 0 0万円を限度

とする。支給申請は、治ゆとなった日から 1年以内

に行わなければならないこととされた(従来は、雇

用・事業開始から1か月以内)。今年4月1日以降に

治ゆした者から適用される。

今回の改正にあたって、「振動障害者社会復帰

援護金」は、「振動障害者が置かれている職業復

帰の図難さのみならず、日常生活への復帰も含め

た社会復帰をより一層促進させる観点から、支給

対象者及び支給額を拡充することとし、振動障害

を治ゆしたすべての者を対象として就職準備金そ

の他移転等に要する費用として、一定の経費を支

給する」ものと説明されている。なお、従来の制度

の中で、振動障害者が就職または事業を行うた

め、居住地から遠隔の地域に移転した場合に、移

転に要する費用支給する「社会復帰移転費」が

あったが、その利用度が少なく、今回、社会復帰援

護金に就職準備金その他移転費等に要する費用

も含まれるとされたことから、廃止された。

②振動障害者雇用援護金

従来は、常用労働者として雇い入れた場合また

は季節雇用(再雇用が確実である場合)で雇い入

れた場合の賃金助成に限られていた。

今回の改正では、従前の「職業転換援護金Jと

「季節雇用援護金」を統合して「振動障害者職業

転換援護金」とし、対象を林業に限らずすべての

振動障害者としたことに加えて、就労のための訓

練、講習等を受講させまたは実施した場合の「振

動嘩筈者訓練、講習等経費」、及び、職業生活に関

する相談及び指導の業務を行なうために指導員を

依嘱等した場合の「振動障害者指導員経費jに関

する助成が新設された。

「振動障害者職業転換援護金」は、症状が軽快

または治ゆした(治ゆ後 1年以内に限る)振動際害

者を、振動業務以外の業務に再就労させまたは新

たに雇い入れた(季節雇用も含む)事業主に、転換

労働者の賃金の額の3分の1(月8万円を限度。中

小企業では2分の1で、月10万円を限度)の額を、

通算12か月を限度に(最初に雇い入れられた日か

ら2年間に限る)支給する。

「振動嘩害者訓練、講習等経費」は、 12か月を限

度に、百|陥束、講習等に要した費用の額の3分の2(中

小企業では4分の3、いずれの場合も1 0万円を限

度)の額を支給。「振動障害者指導員経費」は、 12

か月を限度に、指導員の委嘱に要した費用の額の

4分の3(1 5万円を限度)の額を支給する(ただし、

(元)振動障害者を5人以上、そのうち対象労働者

が3人以上、を雇用する事業主に限る)。

③振動障害者職業復帰促進事業特別奨励金

振動障害者が共同で事業を行う場合に、その事

業の開始に要した費用の3分のlの額(限度額は、

構成する振動障害(治ゆ)者の人数によ巳250～550

万円)を、事業を行う団体(グループ)に支給する制

度である。

従来は林業振動障害者のみを対象としていた

が、今回の改正により、林業だけでなくすべての振

動障害者を対象とすることとされた。

また、支給状況報告が廃止された。

④長期療養者職業復帰援護金

頭頚部外傷症候群、頚肩腕症候群、腰痛、林業

振動障害者を除く振動病の4疾病の、長期療養被

災者を対象として、これらの者を雇用すξ事業主に

対する賃金助成等を内容とする制度であるが、②

の振動障害者雇用援護金が改正されて林業以外

のすべての振動嘩害者が対象とされ、内容が一部

競合することから、振動障害者は「長期療養者職業

復帰援護金」の対象から除かれることになったはす

象は3疾病になる) 。

⑤林業振動障害者職業復帰推進員及び社会

復帰推進員の活用

「林業振動障害者職業復帰推進員について」

(平成元年 6月30 日付け基発第36 7号及ひ職発第

36 0号)及び「社会復帰推進員についてJ(平成2年

6月8日付け基発第3 4 5号)により、振動障害者のう

ち、その症状が軽快した者等の職業復帰の推進を

図るとととされているが、今回の改正によって、社

会復帰援護金措置における各種援護金の拡充及

び整理統合を行ったことから、その周知等に対し、

林業振動障害者職業復帰推進員及び社会復帰

推進員を有効に活用することが指示された。

-アフターケアの運用改善・

労働福祉事業として実施されているアフターケ

アは、せき髄損傷、頭頭部外傷症候群等、尿道狭さ

く、慢性肝炎、白内障等の眼疾患、振動障害、慢性

化膿性骨髄炎を対象傷病として、それらの傷病の

労災被災者で労災保険の障害補償給付を受けま
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たは受けると見込まれる者のうちアフターケアの実

施が必要と認められる者に、「健康管理手帳」を交
付して、症状固定後の保健上の措置をアフターケ

アとして実施する、というものであるロ

「症状固定後においてを後遺症状に動揺をきた

す場合が見られること、後遺障害に付随する疾病

を発症させるおそれがあることにかんがみ」、「予

防その他の保健上の措置を講じ、当該労働者の

労働能力の維持回復せしめ円滑な社会生活を営

ませる」ためのもの、と説明される。

アフターケアの範囲は、各傷病別の「アフターケ

ア実施要領」で定められているが、振動障害に関

しては以下のとおりである。

①診察
原則として、症状固定後2年を限度とするが、必

要に応じ継続可能。 1か月に1固ないし2阻程度。

②保健指導
診察の都度。特に身体局所に対する振動刺激

を避けること、防寒・保温・適度の運動の実施、喫
煙の禁止等の日常生活上の配慮について指導。

③検査
血液般・生化学検査、尿検査、末梢循環機能

検査、末梢神経機能検査、末梢運動機能検査、を
年1回程度。手関節及び肘関節のX線検査は2年
に1回程度。

④保健のための薬剤の支給
以下の薬剤を診察の都度。

.ニコチン酸剤

・循環ホルモン剤

-ビタミンBl ,B2,B6、B n、E弗l
.C a拾抗剤

・交感神経α受容体抑制剤

・鎮痛・消炎剤(外皮用剤を含む)
今回、診察の回数について、原則として1か月に

2固ないし4回程度まで認め、寒冷期においては医

師の意見を踏まえ、必要とする回数を認める。また、

薬剤の投与について、原則として内用剤、外皮用

剤を中心に行うものであるが、医師の意見を踏ま

え、必要と認められる場合には一時的な消炎・鎮痛

のための注射薬を投与してもよい。理学療法につ
いても、医師の意見を踏まえ、必要と認められる場

合には実施してもよい、こととされた。

「振動嘩害に係るアフターケア実施要領jの文章

自体は変更されておらず、運用上の改善とされて
いる(もとの通達は、平成元年3月2 0日付け基発第

1 2 7号「労働福祉事業としてのアフターケア実施要
領の制定について」 平成7年3月2 5 日付け基発

第 1 6 8号により一部改正)。
なお、 1 9 9 5年4月1日からは、従来、都道府県労

働基準局長が委託契約を締結した特定の医療機

関に限定されていたアフターケアの実施医療機関

が、すべての労災指定医療機関及び労災指定薬
局に拡大され、格段に利用しやすくなっていること

に留意されたい。
ただし、症状回定後のアフターケアの拡充が、不

当な症状回定認定=労災打ち切りの拡大に利用

されてはならなにとは言うまで拙い

7月1日新刊 f労働基準監督署で第一線の実務に携わってきた著
者がその体験に基づいてまとめた「現場」の労災保険法。実務指
針とされている行政通達をベースに、業務上外の判定、給付基
礎日額の算定、治癒認定等の正に実務そのものといえるテ マ

長長ぷ議長官Eぽ53EZ; 一中央経済社主J(l

井上浩著
A5判268頁4,800円

*送料込4,100円で斡旋します。
主国安主セン' 9 ←まで御連絡をl

持前伊豆車問明日 2

死亡災害が2年連続増加
労働省.地震・サリンほとんど認定

労働省はこのほど、 1995年に

おける労働災害による死亡者

数、死傷者数及び重大事故(一
時に3人以上の労働者が業務上

死傷または擢病した労働災害)
の発生状況を確定した。

それによると、全産業における

労働災害による死亡者数は、
2,3 4 8人で前年より4 7人増加し

た。労働災害による死亡者数は、

1 9 9 1年から1993年まで減少を続
けていたが、 1994年に4年ぶりに

増加に転じ、 1995年は2年連続

の増加となった。業種別では、建

表2 地下鉄サリン事件の保険給付の請求
及び認定状況(平成B年2月29日現在)

業務災害・通勤災害別
請求者数及び認定者数

被災状見別請求者数
及び認定者数

業務災害 341
( 341)

負傷等 3,655
(3 ,654)

通勤災害 3,323 死亡 9
(3 ,322) 9)

A口 言十 3,664 A口 計 3,664
(3 ,663) (3 ,663)

注1 ( )内は認定者数である。
注2 負傷等とは、療養(補償)給付または休業

(補償)給付の請求があった者をいう。
なお、同被災者から痔養(補償)給付及

び本業(補償)給付の双方について請求があ
った場合は、 1人として計上している。

注3 不支給決定事案は、東京局における1件
(通勤・療養)のみである。

した。重大災害は3年連続の増

加になった。業種別では、建設業
の対前年比1 7件増、死傷者 110

人増が目立つ。

1 9 9 5年の労働災害による死傷

者(死亡及び休業4日以上)数

設業の対前年比7 8

人増、鉱業の向 18人

増が目立つ。一方、

これまで増加傾向に
あったその他の事業
は対前年比3 6人減

少した。都道府県別

では、北海道が前年

に続き最多で1 4 8入、次いで兵
庫の 133人、大阪の 132 人、東京

の125人。

また、 1995年の重大災害は全

産業で2 2 8件発生、それにより、

1,2 9 9人が死傷し、 117 人が死亡

表1 阪神・淡路大震災に伴う労災保険給付の請求及E皮給決定状況
(平成B年3月31日現在)

療養 体業 遺族・葬祭 合計

局丘庫
請求件数 216(34) 99(30) 54( 3) 369(67)

不支給決定件数 216(34) 9ヨ(30) 52( 2) 367(66)

大局阪
請求件数 46( 8) 2 1(5 ) 8( 4) 75(17)

不支給決定件数 46( 8) 21 (5 ) 日( 4) 75(17)

そ
他の
請求件数 18( 1 ) 5 7( 1 ) 30( 2)

不支給決定件数 18( 1) 5 7( 1) 30( 2)

A口

計

請求件数 280(43) 125(35) 69( 8) 474(86)

不支給決定件数 280(43) 125(35) 67( 7) 472(85)

注1 件数については、地震に直接伴う災害に係るものであり、復旧・復興
工事等に伴う災害に係るものは含まれない。

注2 ( )内は通勤災害に係るものの件数であり、内数である。
注3 rその由Jは、東京局、福井局、岐阜局、愛知局、三重局、京都局、

奈良局、和歌山局、岡山局、広島局、徳島局、香川局、福岡聞の 13局で
ある。

注4 不支給となっ疋事案は、兵庫聞の遺族補償給付(業務災害)の1件及び
遺族給付〔通勤災害)の1件の合計2件である。

は、全産業で 167,316人で、前年

より 8,731人、 5.0%減少した。これ

は死傷者数としては過去最少。

業種別にみると、その他の事業
が最多の5 3 ,603 人、次いで建設

業の46,504人、製造業の45,645

人と続く。

また、昨年1月 17 日の阪神・淡

路大震災、 3月2 0日の地下鉄サ

リン事件関係の労災保険給付の

請求・支給決定(認定)状況も明
らかになっている。

阪神・淡路大震災関係では、地
震に直接伴う労働災害として、

4 7 4件(業務災害3 8 8件・通勤災

害 8 6件)の労災保険給付請求が
あったロ死亡ー遺族(補償)給付・

葬祭料の給付請求は6 9件(業務
災害61件・通勤災害8件) 。そのう
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ち、 2件を除く4 7 2件が支給され

たp 不支給となったのは、兵庫労

働基準局の遺族補償給付(業務

災害)の 1件及び遺族給付(通勤

災害)の1件の2件だけであったと

いう(表1、労働省の 1996年3月31

日現在のまとめ) 。

なお、新聞報道によると、復旧

復興工事関係の労働災害として、

大阪及び兵庫労働基準局の今年

1月 10日現在のまとめで、死亡4 0

入、負傷が 45 2人にのぼっている

と報じられている。

地下鉄サリン事件関係では、

労働省のまとめによると、死亡 9

入、負傷等3,655人で、通勤災害

の1件を除き支給されている(業

務災害341 人・通勤災害 3,323

人、表2) 。労災保険給付額は、ま

とめの時点で確認されている額

が285ヲ601 ,238 円で、給イ寸か継

続している事案もあり、順次増加

しているとのこと。 問

「違法派遣」が法違反の湛床
関西・ラテン系外国人からの相談が増加

*東京、神奈川、大阪などの地

域センタでは、毎年数多くの

外国人労働者からの労災相談

を受けつけているが、関西労働

者安全センタ の第16回総会
(6月日日開催)議案書力ら、同セ

ンタ で昨年受けた事例の概

要を紹介する。
x x x

外国人労働者の労災相談が

多数寄せられている。スペイン語

対応が可能であるためセンター

に直接相談電話がかかるように

なり、スペイン語圏の労働者から

の相談が大半を占めている。ま

た、震災をきっかけに外国人の相

談を活動の 環とする多文化共

生センターが 1995 年9月30 日に

発足し、同センターに寄せられた

労災相談のf也、アジアン・フレン

ド、 RINK(すべτの外国人労働

者とその家族の人権を守る関西

ネットワーク)などの外国人支援

団体を含め、ともに被災労働者の

支援、協力を行っているoまた、大

阪玉造カトリック教会で実施され

ている医療相談活動にも引き続

き協力してきた。

@違法派遣と外国人労働災害

ラテン系の労働者の事例では、

多くの場合が「派遣業者」に「派

遣」されて働いている。実状は、職

業安定法による労働者供給事業

の禁止、労働基準法による中間搾

取の排除、労働者派遣法による適

用対象業務以外への派遣の禁

止など、労働関係各法の罰則付

き条文に明らかに違反する状態

に置かれている。ところが、構内下

請業という名目をかぶせることだ

けで、それがまかり通っている。

そのことから、「派遣先」の契約

解除によるー方的な解雇や、労

働災害が起とったときの責任の

なすり合いなどの問題が頻繁に

起こっている。当該の労働者は

日本の法律を知らず、日本語も

話せず、また、資格外就労の場

合には、もともと絶対的に弱い立

場に置かれていることから、違法

行為を直接に訴える術をもたな

い。そのことから、いわゆる「違法

派遣」は、労働関係各法違反の

温床となっているのである。

とのような状況に対して、当該

外国人労働者が法廷に訴える事

例も出始めている。手広く日系外

国人を扱っている違法「派遣業

者Iが、雇用する外国人労働者の

パスポートを取り上げて返還せ

ず、賃金から様々な名目で天引き

していた問題について、ブラジル

人労働者が、業者を相手取り損

害賠償の請求を起こした事例が

ある。裁判は神戸地裁姫路支部

で始まっている。

@外国人労働者の労災穏し

センターに寄せられた外国人

労働者からの楠談のほとんどは、

労災隠しがからんでいる。悪質な

例では、尼崎の泊 IJI］工工場で起

とったケースで、最初にj由の床で

滑ったため手指を安全カバーな

しの歯車に巻き込まれるという事

故が起こり、続いてやはり滑った

ため釜の中に落下し大火傷を負

うとし汚事故が起とったが、被災

者がいずれも資格外就労であっ

たため、事業主は治療費とわず

かな休業補償を被災者に払って

済ませようとした。センター等の協

力で申告を受けた尼崎労働基準

監管署が、捜査を行い、送検処

分とするにいたった。

徳島では、事業主から 切補

償を受けられず因った被災者が、

よ以よい治療を求めて国立大学付

属病院に転院したところ、病院は

事情をろくに聞かないまま警察に

通報し、明らかな労働災害である

にもかかわらず労働基準監督署

には何も連絡をしないということが

あった。被災者は超過滞在者で、

約2か月半の入院治療がすんで

退院と同時に、警察に身柄を拘束

された。公立医療機関が、本人に

無断で患者のプライバシーを暴

き、しかモ結果として労災被災者

としての当然¢権利も奪いかねな

い状況にまでいたらせたことは、

現在の日本の外国人労働者対策

を象徴しているとも言えよう。

その他、以下の事例がある0

・ベル一 機械製造、労災

保険未加入、淀川労基署

・ブラジル 製造業、右中指

負傷、滋賀

・韓国 民家解体工事、

頭部裂傷、労災隠し、神戸東

労基署

・スリランカ 機械製造、左示

指切断、東大阪労基署

-コロンビア 製造工場、左中

指切断、事業主側に助言

-ベル一 通勤災害、自賠

責保険適用

・ボリビア 横皮の傷跡の形

成手術相談、事業主負担で

合意

-ベJL一 製造工場、示指

切断、事業主手続の遅延、

大津労基署

-ベルー 高架建設工事、

指 2本骨折、 25 日分給料の

80%で示談

-ベルー 製造工場、母指

骨折、閲日市労基署

・ブラジル 建設業、クレーン

の荷で頭部負傷、障害補償

請求相談

・ブラジル 交通事故示談後

の通勤災害請求、北大阪労

基署

-ベルー 木材加工、手指

切断、羽曳野労基署、労災

適用・直接雇用化

-ベル← 製造工場、持旨切

断、労災請求、京都

@外国人労働者の労災民事損

害賠償

労災保険による補償だけでな

く、事業主に対して損害賠償請

求を行うケースも徐々に増えてき

ている。神戸の港補修工事で被

災したタイ人Rさんの場合、事業

主はきつい建築現場での入手不

足を外国人労働者で補うため、

数名のタイ人労働者を雇ってい

た。しかし、 Rさんの事故が発生

すると、公共事業であったその

工事に外国人を資格外就労させ

ていたことを隠すために、被災者

を元請会社の悶から隠して病院

に連れていき、｛可の補償も支払っ

ていなかった。

元請会社に連絡し、労災保険

は適用されたをのの、事業主の誠

意のなさと、安全配慮の不十分さ

を考え、 Rさんlま思い切って損害

賠償請求を行う決心をしたロ事業

主側は落ち度を否定しており、法

廷での争いになる可能性が大き

I

い。 Rさんは超過滞在者で、適当

な時期に帰国するため、原告不

在で裁判を続けることになる。

フィリピン人女性労働者Mさん

も、不在の状態での裁判提訴に

いたっている。 Mさんは、 1993年

7月に、大阪市平野区のプレス工

場で示指から小指までの4指を

切断した労災事故について、今

年になって、使用者に損害賠償

を求める裁判を大阪地裁に起こ

した。作業に従事したプレス機械

は、中古品で二度落ち等の故障

がたびたびあった。安全装置も

不十分な調整のまま作業をした

ため事故にあったものだ。

Mさんは観光ビザによる入国

のため、労災障害等級の決定を

受けた後、陳述書を作成し、訴訟

代理人を選任した後に、強制送

還により帰国した。被告のプロレス

工場経営者は、すべてMさんに

責任があるとして争う姿勢をみ

せている。

また、ベJL一人のHさんは、 「派

遣業者」と「派遣先」に対して民

事損害賠償請求を行った。 Hさん

は、障害等級第 11級に認定され

たが、 1992年に起こった事故で、

「派遣会社Jは治療費と最小限の

休業補償しか支払っていなかっ

た。との「派遣会社jは、手広く日

系外国人を扱っており、損害賠償

を請求することで、外国人労働者

にかかわる安全衛生法違反状態

を追及することは意義があると言

えよう。

その他、以下の事例がある。

・ベ凡ー クレーンのフック

で負傷、治療中断、 13級、和

歌山市、交渉中
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-ベルー プレス災害、左

示指環指切断10級、名古屋、

交渉中

・ベルー 製造業、示指火

傷、 13級、交渉準備中

@その他

ブラジルからブローカーを通し

て日本の建設会社へ斡旋を受

け、昨年7月に働きに来た日系ブ

ラジル人Oさんは、来日後宝塚

市の建設現場で仕事を始めて2

日目、気分が悪くなり病院に担ぎ

込まれた。当日は炎天下の作業

で、診断は熱中症による多臓器

不全。以後、寝たきりの闘病生活

を続けている。連絡を受けた子

息が急濠ブラジルから駆けつ

け、付き添ったが、会社からは今

後について何の説明モなかったo

会社側は、本人や家族の承諾な

しに預金通帳を作り、労災保険

給付を請求、幸い今年1月に業

務上として支給された。

しかし、病状は好転することな

に主治医は寝たきりの状態が今

後も続くであろうと診断している。

そうすると、療養生活を日本で送

る必然性は全くなく、妻、両親、子

供の一族が待っているブラジル

で入院する方が療養効果があ

がることは常識的に明らかと言え

る。そのため、寝た習っ状態のまま

帰国を準備することになった。

そこで生じる問題は、この航空

機による帰国は、はたして労災保

険法に規定される療養補償給付

の対象となるかどうかということで

ある。療養補償給付には「移送」

が含まれることが規定され、労働

省の行政通達では、医師の指示

による転医のための移送を含む

としている。 Oさんについては、 6

月4日の帰国後、直ちに療養補償

給付について、所轄の西宮労基

署に請求することにしている。

また、ブラジルの病院での療

養が続くため、外国からの補償

請求が今後続くことになる。さら

に、 Oさんの病状の大きな変化が

望めないこともあり、いずれ傷病

補償年金への移行も考えられ、

その手続関係のサボ-r;r市

卜も重要になってくるロ 脳↓.ld
(関西労働者安全センター)

労災給付海外送金は2 7 6件
東京.外国人労働者問題で労働省交渉

4月2 4日、生活と権利のための

外国人労働者行動実行委員会

に参加する全統一労組、全国一

般東京南部、神奈川シティユニ

オンと東京東部労災職業病セン

ターにより、労働省交渉が行われ

た。労災補償を含めた労働問題

について、 1時間弱、意見交換を

fi'った。

①企業の労災隠しへの対策、

指導を明らかにされたい。

労働省:労災隠しを見抜くノウ

ハウの蓄積があるので、内部

研修などで提供している。労災

隠しの事案があれば、連絡し

てもらいたい。 1993年度、労災

隠しでの送検件数は、 8 7件。

②後遺症による障害年金受

給者の実態を明らかにされ

たい。

労働省外国人労働者の統計

はとっていない。外国送金につ

いては遺族、傷病補償年金を

含めて199 5年で2 7 6件。

③年金受給者への「手引き」

等資料配付の実態を明ら力1こ

されたい。

労働省:定期報告書の記入要領

について、韓国語、中国語、英

語、ポルトガル語を用意した。

④被災労働者との関係を密

接にされたい〔後遺症傷害認

定日の通知等の送付先在申

請者住所地にする〕。

労働省 外国人であるかどうか

を問わず被災者の保護を行う。

申請所在地へ送付している。

⑤違法派遣(ブロ 力一〕の

実態を明らかにされたい。

労働省:1994年総件数、派遣法

違反38件、職安法違反4 4件。

⑥語学学校の労皇制那剣日入の

実態を明らかにされたい。

労働省:語学学校ということで

は、把握していない。(短期滞在

労働者は加入しなくてよいと指

導しているのかとの問いに対し

て)ケース・パイ・ケースで、単純

な線引きはしていない。

a.:については、労災申請を行

わない、虚偽の申請を行う等の

労災隠しが後をたたない中、有

山川山主主芯川

効な防止策を求めたが、労働省

からの具体策は示されなかった。

経験による摘発で対応するとの

回答に、組合側から、われわれの

方が的確に労災隠しを指摘でき

るから協力するという申し出がな

されるほど。

④については、外国人の場合、

労災即解雇等事業主とのトラブ

ルが多いので、あえて確認した

事項。労働省の回答も当たり前で

あるが、問題は労基暑の対応の

実態が間違っている点にある。

センターや労働組合に寄せら

れる労災相談は、事業主が適切

な補償を行っていないことが原

因となっている。被災した外国人

労働者を、文字どおり放り出して

いる事業主がいるのだ。この場

合、被災した労働者は友人を

頼って転居、それに伴い、医療機

関も転々とすることになる。

これら一連の過程を、われわれ

は相談を受けて労災申請の準備

をし、労基暑に書類の提出を行っ

ている。事業主はせいぜい、書類

に印鑑を押す程度の関わりであ

る。それを労基署は、申請人の連

絡先の記載があるにもかかわら

ず、被災労働者と連絡をとること

もできない会社宛てに、本人出頭

の通知を送っている始末なのだ。

労災隠しを行っている事業主

に厳しい対応を行うよう申し入れ

でも、いまだに「オーバーステイな

ので入管への通報が 」などと言

う労基署の担当者もいると聞く。

権利を侵筈されている外国人

労働者の実態をさらに訴え、不

当な対応を行っている労働行政

をただすためにも、労働省交渉

は継続して取り組む課釘T甫

題である。 組↓以

(東京東部労災職業病センター)

局匿の意見待ちで1年放撞
広島.ケイワン不支給事案で公開質問状

広島労働安全衛生センターは、

頚肩腕障害・左手健鞘炎を発症

したIさんの労災申請に対する不

支給決定について、広島中央労

働基準監督署と交渉を行った。そ

の結果、職場調査に多数の不備、

事実誤認が判明した。

広島中央労基署の調査は、作

業量を大きく誤認しており、スピー

ドの差による負荷¢違い、精神的

ストレス、肉体的条件、温度差等

を全く考慮していない。さらに、現

在の改善された作業場だけをみ

て、負担はないと断定したもので

あったo

担当宮は、頚J青腕障害を発症

させる要因、予防対策について

は勉強不足で、熟練者なら自分

に適した楽な方法を身につけて

いるはずだという思い込みで調

査報告をまとめており、その報告

を受けての局医(=地方労災医

員、労基署の相談医)の意見書

は作業負担を無視したものとな

るのは当然と言える。局医は、被

災者本人から事情聴取もしてい

ないし、職場の現場調査も行っ

ていないし、その氏名も明らかに

されていない。

しかも、労基署が局医に意見

を求めてから局医の意見が出さ

れるまで1年近く放置されたこと

に対する局医、労基署の責任は

重い。

Iさんの問題だけにとどまらな

いことなので、広島労働安全衛

生センターでは、次のような公開

質問状を地方労災医員宛てに

提出し、不支給決定に至る経緯

の解明と不支給処分の取り消し、

局医制度の問題点追及を行って

いる。

公開質問状

貴職の日頃のご活躍に敬意を

表します。

私たちは広島において、労働

者の権利を守り、労働者が健康

に働くために日々活動するもので

す。そうした活動においても、労

働行政の果たす役割は大きいも

のと感じています。

今［旬、私たちが委任を受けて

いたI氏の労災申請に不支給の

決定が下りました。申請から決定

までに約2年間かかっております。

総務庁は1993年6月、被災労働

者の保護を図る観点から保険給

付の事務処理の迅速化を勧告し

ております。私どもの問い合わせ

に対し、広島中央労働基準監督

署の労働事務官は「局医の先生

から意見書が返ってこない。僕た
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ちも困っている」と、毎回答えてい

ました。広島中央労働基準監督

署は1995年1月初日に依頼し、

1995年12月10日すぎに意見書

をいただいたと言います。この期

間、 Iさんは、社会保険事務所から

労働災害だということで傷病手

当金の支給を拒百され、困難な

生活を強いられてきました。結果

は到底納得できないモのであり、

審査請求にも関係してきますの

で、下記の質問に対し誠意ある

回答をいただきたいと思います。

記

1 . 1さんの職場の現場調査をし

て意見書を書かれたのでしょ

うか。

2. 1さんに事情聴取をしておら

れませんが、それで判断でき

たのでしょうか。

3 広島中央労働基準監督署

から依頼されて1年近く意見書

を提出しなかった理由は何で

しようか。また、被災者に対する

道義的責任をどう考えられま

すか。

4 学会誌等に職業性の「頚肩

腕障害Jについての研究論文

を発表されています町T甫

か。 以上組↓単

VDT作業でのケイワン認定
神奈川.リストラ合理化で作業量増加

神奈川・川崎南労働基準監督

署は、 3月26日、 Uさんの頚肩脱

障害を業務上疾病として認定し

た。コンピュータ入力作業に

従事、リストラで業務量か倉泊す

る中で、ケイウンに。会社側の嫌

がらせに耐え、認定を勝ち取っ

たご本人に寄稿していただいた

(神奈川労災蹴業病二ユス6月
号より)。なお、神奈川労災職業

病センタ では、 9月から来年3

月に力けて、 ¥月コT作業を中心と

した全6回(J:.労働衛生講座の開

催、改訂V D T労働チェックマ

ニュアJlの発行、及び、秋にも他

の地域センターにも呼び力¥liて
V DT '労働ホ、ントラインの実施な

どを企画してl¥る。

私は職業病である頚肩腕障害

に擢患し、このたび、港町診療所

の天明先生以下スタッフの方々

及び神奈川労災職業病センター

の方々のパックアッフ。により認定

を受けることができました。心より

感謝しています。

私は、 3年ほど入力を専門とす

る仕事に従事していました。去年

の1月からオンライン入力の方法

が新システムに変わり、 1件当たり

に要する処理時間がf三くなったこ

と、また、人員削減のために物流

センターが閉鎖され、そのために

3月頃から仕事量が急増しまし

た。増加した仕事をこなすため、

残業にて対応もしてきましたが、

家の都合により毎日残業すること

もできず、定時間内で仕事を終わ

らせるためには、昼休みにまで食

い込んで入力を続けていること

が多々ありました。そういう状態の

中で去年の3月末頃から目の疲

れがひどく、目がかすんだり、肩、

腕、指とに痛みを感じるようにな

り、しばらく様子をみていました。

が、痛みが強くなったため、会社

近くの整形外科に行き診察を受

けたところ、 1建鞘炎と診断されま

した( 1995年6月)。

その状態でしばらく勤務を続

けていたのですが、会社側より何

らの指示あるいは対応もないた

め、労災申請を提I古しました。そ

の際、労災認定は難しい旨通知

されました。

はじめは、会社側も入力以外

の士事に勤務を変更するなど対

応してくれましたが、手が思うよう

に治らないと働けない人は報酬

を受けることはできない、従来の

仕事に復帰しないと解雇の可能

性があるなど示唆されました。ま

た、休まないで治す方法を考え

てくだ、さいとも言われていました。

会社側のフ。レッシャーもあるせい

か、肉体的、精神的にもかなり負

担が大きく、痛みで夜も眠れない

ことがたびたびありました。どうし

たらいいモのかと監督署にも相談

しましたが、取り上げてもくれず、

労災(申請)がこんなに大変なこ

とならやめておけばよかった等、

後:1'持したこともありました。

その後、神奈川労災職業病セ

ンターで港町診療所を紹介され

て、藁をもつかむ思いで診察を

受けたところ、頚肩腕R章害と診断

されました(1995年9月) 。いま考

えると、このことが私にとって大き

く変化し良い方向へと導いてくれ

たと思います。

職業病で悩んでいる方々へ、

自分が正しいと思うのなら妥協

せず、諦めないでがんばれば、必

ず、道が開けると恩います。認定

を待っている問はとてもつらいも

のですが、皆様に助けられてここ

までやってこれたと思っていま

す。いろいろありがとうご 町門

ざいました。 組↓以

炭坑夫振動瞳害の損害賠償
海外短信・IWorkers' Health

Internαtional Newsletter

園アメリカの労働安全衛生団体

COSHの総会で、英国London

Hazards CentreのMickHolderが
講演。アメリカとイギリスは同様に

規制緩和による労働安全衛生基

準の改悪が進められようとしてい

る。パレンジャー法案と言われる

労働安全衛生法の改悪や、労働

組合の参加・交渉権の剥奪、経

営者の圧力で労働安全衛生局

(OSHA)のRSI防止指針が出さ

れなかったりしている。

圃イギリス炭鉱労働者が振動障

害について、高等裁判所で国の

責任が認められたため、続々と会

社に補償を求める請求が殺到し

ている。 1950年代にはその人体

への影響が分かっていたにもか

かわらず、 1970年代半ばまで何

ら対策を講じなかったことが認め

られた。炭鉱は現在民営化され

ているが、国家予算で補償して

いく。

園アメリカの労働省が、元看護

婦の職場の間接喫煙によって肺

がんで死亡した例について、労

災認定した。

掴イギリスの労働組合が、メチ

ルエチルケトン(Methyl ethyl

ketone)の全面禁止を求めてい

る。技術者の労働組合である

A E E Uのメンバーがミサイル弾

頭の塗装作業で暴露、職業病に

なったとして補償を求め、国防省

と和解した例がある。他に建設

労働者や港湾労働者の事例が

あるが、多くは隠されている。

国イギリスの労働組合が皮膚疾

患で労災補償を獲得。「ロッキー

ホラーショウ」というミュージカル

でどきついメイキャッフ。をしたた

めに、 5年経っても皮膚の痛みが

とれず、雨の日は外出できない

ほどの症状となっている俳優が、

裁判で損害賠償を獲得した。ま

た、病院の清掃作業で洗浄液を

繰り返し使用してきたために、や

はり皮膚疾患になった労働者が

損害賠償を獲得した。

闇イギリスのTU Cが、化学産業

会社に対して、職業がんの補償

基金を作るように求めている。特

にMbOCA(methylenebisortho-

chloroaaniline)による勝脱がん

が問題になっている。

国イギリスのT U Cが「働く人々の

ための司法」なる報告書をまとめ

た。労働組合がかかわることで、

労働者がより有効に制度を活用

できたとのこと。

園アメリカのNYCOSH(New

York Coalition for Occupational

Safety and Health)の議長、弁護

士などが共和党の労災補償制

度改悪を批判。現状でも、労災職

業病申請者の約20分の1しか認

定されていない。

圃カナダのトロントの建設工事が

行われている地域で、 1 1 0名の

労働者が咽や鼻、目などの異常

を訴え職場を離脱。工事現場で

鉄骨に吹き付けている繊維が原

因だと労働者は語る。

園ベルーでアスベスト問題に取り

組むグ凡ープがある。そこからの

手紙によξと、 1990年まではアス

ベストに関する情報が全くなく、現

在も極めて限られている。 1993年

からは「アスベスト同盟jを結成し

て「生命を守るキャンペーン」を始

めたが、まだまだ改善されていな

い。そうした活動に関わった労働

者が解雇されたりしている。

圃I L O 、イギリスT U Cの支援で、

南部アフリカ地域5か国(ボツワ
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ナ、ナミビア、南アフリカ共和国、

タLザニア、ジンバウ、エ)から労働

組合活動家が集まって、化学物

質の安全性に関する会議を開い

た。南アフリカ、ドイツ、アメリカ、中

園、インド、ベルギーなど世界各

地から化学物質がこの地域に流

入している。政府がきちんと記録

管理しないこと、欧米では禁止さ

れている物質も使用されているこ

と、容器が変えられて輸送される

こと、知識が不足していることな

ど、問題は多い。

圃1992年9月21日から 10月8日

まで、ケニアで「小企業における

職場改善J(WISE)方式による、

初めての労働安全衛生講座が

間かれた。ケニアでも5 0人未満

の小さな職場が多く、この手法は

適している。労働団体は今後とも

このやり方で進めようとしている。

行政も評価しているし、経営団体

モ関心を寄せた。

国カナダのブFリテッシュコロンビ

アで、職場での暴力から労働者

を守るための法律が施行された。

雇用主は暴力防止のための、リ

スクアセスメント、指針作り、報告、

発生責任、対処方法などが義務

づけられている。

園イギリスで、職場での暴力が

原因でP.T.S.Dにかかった看護

婦が、政府の犯罪被害補償基金

(Criminal Injures Compensation 

Scheme)から、 88,0 0 0ポンドの支

給を裁判で勝ち取った。彼女の

所属するイギリス最大の労働組

合UNISON法務担当者によると、

彼女は病気のために事件からお

か月後に解雇され、現在も働ける

状態ではない。

国カナダの公共団体における

Te le w or k(通信機器を使った勤

務)について、 2年間の研究がま

とめられた。利点としては、家族

が病気のときでも家で仕事がで

さることなど融通がきくことである

が、逆に、家に仕事が持ち込まれ

ることから労働時聞が長くなるな

どの問題も明らかになった。

圃アメリカではTeleworkする労働

者は9 0 0万人で、労働人口の1割
を占めていて、ヨーロッパでも8 0 0

万人にのぼる。同じTeleworkでも

翻訳業やコンピューターソフト関

発者のように、顧客が決まれば場

所判寺間にあまり拘束されずに家

でも働ける人と、保険外交員や

セールス業のように、コンビュー

ターを持って常に移動しながら働

いていてる人など、おかれている

状況はかなり違う。

国エレクトロニクス機器を利用し

て、労働者の勤務状況を常に監

視することができるようになったo

それにより労働者が精神的肉体

的な苦痛を訴えることも出てきて

いる。 ILOやアメリカNIOSH(国

立労働安全衛生研究所)でも、そ

の悪影響を指t寵している。英国

の労働組合GMBでは、 rKGB流

のやり方」であり、人権問題であ

ると批判。英国の通信労組C帆 J

は、この問題をめぐって会議を開

吉、違法な盗聴などには協力しな

いと声明o事は市民的自由権の

問題であり、実は作業能率から

言っても、労働者のやる気をそぐ

などいい影響を与えない。

園アメリカの通信労組が、ウィス

コンシン大学の協力で、 700あま

りの会社のアンケート調査を行つ

たところ、エレクトロニクスによる

監視が行われている企業で、行

われていない企業と比較して、

疲労感、頚肩の痛みなどを訴え

る労働者の比率が高いことがわ

かった。 回

全国労鶴安全衛生センタ一連絡会議

第7田総舎の御案内
全国安全センターの第7回総会は、 1996年9月28日

(士)～9月 29日(日)に、高知で開催いたします。くわしい

御案内及び議案書等についてはおって送付することにな

ります。

日時 1996年9月 28日(土)午後～9月 29日(巴)正午 

会場:高知市国民宿舎「娃浜荘J(高知市裏戸城山8 3 0 - 2 5 )

全国労働安全衛生センタ一連絡会議
108東京都港区三回3-1-3 MKビル3階

TEL(03)5232一日 182/FAX(日3)5232-0183 /E-mail KGI01311@niftyserve.or. jp

北海道・社団法人北海道労働災害・職業病研究対策センター
曲4札幌市豊平区北野1条1丁目 6-30医療生協内

東京・東京東部労災職業病センター
136江東区亀戸 1-33-7

東京.三多摩労災職業病センター
185国分寺市南町2-6-7丸山会館2-5

東京.三多摩労災職業病研究会
185国分寺市本町3-13-15三多摩医療生協会館内

神奈川.社団法人神奈川労災職業病センター
お日横浜市鶴見区豊岡町20-9サンコーポ豊岡505

新潟.財団法人新潟県安全衛生センター
951新潟市東堀通2-481

静 岡・静岡地区労センター
424清水市小柴町2-8

京都.労災福祉センター

四 L( O l1)883-0330/FAX( 011)883-7261

TEL(03) 3683-9765 /FA X( 03)3683-97'而

TEL (0423) 24-1 024 /FAX( 0423)24-1024

TEL(0423)24-1922/FA X( 倒お)25-2耐3

TEL (045) 573-4289/FA X( 045)575-1叫8

τ"EL( 025) 228-2127 /FAX( 025)222-叩 14

TEL (0543) 66- 6 8 SS /FAX( 05相)面-6889

601京都市南区西九条島町3
京都.京都労働安全衛生連絡会議

TEL(075)691-9981/FAX(075)672併 67

601京都市南区西九条東島町50-9山本ピル3砦
大阪・関西労働者安全センター

540大阪市中央区内本町 1-2-13ばんらいビ)"602

兵庫・尼崎労働者安全衛生センター
660尼崎市長洲本通1ー16-7板神医療生協気付

兵庫.関西労災職業病研究会

660尼崎市長f f i 1本通1-16-7医療生協長洲支部

TEL(075) 691-ii 191 /FA X ( 075)691-6145

τ"EL (06)943-1527/FAX (06)943ー1528

TEL (06)488-9552 /FA X (06)488-2762

TEL (師)488-9552/FAX (06 )488 -276 2
広 島・広島県労働安全衛生センター

732広島rli南区稲待町5-4前出ビル花L(082)264 - 4 110/FAX( 曲2)お4 -4110
鳥取・鳥取県労働安全衛生センター

面0鳥取市南町505自治労会館内
愛媛・愛媛労働災害職業病対策会議

アヲ2新居浜市新旧町 1-9-9
高知・財団法人高知県労働安全衛生センター

780高知市蔚野イワ井田 1275-1
熊本.熊本県労働安全衛生センター

861-21熊本市秋津町秋田日41-20秋津レークタウンクリ二ック
大分.社団法人大分県勤労者安全衛生センター

870大分市寿町 1-3労働福祉会館内
宮崎・旧松尾鉱山被害者の会

883日向市財光寺283-211長江団地1-14

自治体.自治体労働安全衛生研究会

102千代田区六番町1自治労会館3階

(オブザーバー)
桐島.福島県労働安全衛生センタ

96日福島市船場町1-5

山 仁 山口県安全センタ
754山口県小郡郵便局私書箱44号

TEL(佃 5η22-61 JO/FAX( 0857)37-｛削O

TEL(日開 7) 34-0209/FA X( 0897)37-1467

TEL(0888)45-3953/FA X (田88)45-3928

TEL(凹 6)360ー1991 /FA X (倒的指S-iiI77

TEL(仰 75)37ー7991 /FAX(1凹万) 3 4 -8671

T E L(口982)53-94朋/FA X (開92)53-34倒

TEL(03) 3239-9470/FA X( 03) 3264-14:刃

TEL(0245)23-3586/FAX( 0245)23-3587
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